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は じ め に 

 

このたび、令和３年度（２０２３年度）から令和５年度（２０２５年度）までを計画期間とす

る「第８期剣淵町高齢者保健福祉計画・剣淵町介護保険事業計画」を策定しました。 

剣淵町は、令和３年（２０２３年）２月時点で６５歳以上の高齢者の比率（高齢化率）が４

０％台に達しており、今後の人口推計では更なる高齢化率の上昇が見込まれます。このよ

うな中、この計画では、「だれもが １．安心して自分らしく暮らすこと ２．元気で楽しく暮

らすこと ３．支え合って暮らすこと」を基本理念として、高齢者のみなさんが可能な限り住

み慣れた地域で、自分らしく自立した日常生活を続けることができるよう、予防・生活支

援・医療・住まい・介護が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築に向けた

様々な施策を定めました。 

これまで剣淵町では、高齢者のみなさんが元気に暮らしていくため、要介護状態を防ぐ

介護予防の取組を重点に、地域包括支援センターを中心として介護保険制度に基づく地

域支援事業を通じた介護予防事業を実施してきました。前計画期間（第７期）では、新た

に生活支援サービス体制を整備し、「生活支援コーディネーター」を中心に有償・無償ボラ

ンティアの実施など、地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを進めました。また、生

活習慣病予防を観点とする健康推進事業では、健康診査の受診勧奨を継続した結果、国

保被保険者の特定健診受診率が２年連続全道１位となりました。 

この計画においては、第７期計画の施策を継承しつつ、人生１００年時代を見据え、介護

予防と健康寿命の延伸を図るため、令和２年（２０２０年）に「地域医療・全世代型包括ケア

に関する包括連携協定」を締結した社会医療法人 元生会との連携により、理学療法士

の通年派遣を受け、体操教室や戸別訪問に理学療法士が関与する介護予防事業などを

新たに定めました。 

２０２０年（令和２年）に出現した新型コロナウイルスの影響により、町民のみなさまの

様々な活動が制限され、介護予防事業においても地区サロンや講習会などが中止を余儀

なくされました。現時点においても新型コロナウイルス感染症の終息には至っていません

が、これまでの取組成果を無駄にしないため、「新北海道スタイル」に基づく感染症対策を

徹底し、介護予防事業を実施してまいります。 

この計画は、高齢者福祉の推進を中心とする計画ではありますが、高齢者の方だけで

なく、ご家族や若い世代の方々にもこの計画をご覧いただき、全世代における支えあいの

輪の中に入っていただくことができれば幸いです。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました「剣淵町保健医療

福祉等協議会」の委員のみなさまをはじめ、アンケート調査にご協力をいただきました町

民のみなさまに心から感謝とお礼を申し上げます。 

 

令和３年３月 

剣淵町長 早 坂 純 夫 
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１ 計画策定の趣旨 

 

高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者が増加するとともに、小家族化やそれに伴う

老老介護、さらには介護による離職などが社会問題となるなか、家族の負担を軽減し、介護を

社会全体で支えることを目的に、平成１２年（２０００年）に「介護保険制度」が創設されました。 

今日、日本の高齢化はさらに進み、世界で有数の「超高齢社会」となるなか、国は、介護保険

制度を将来にわたって維持しつつ、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で、自分らしい暮ら

しを続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）

をつくりあげることをめざしています。そして、令和７年（２０２５年）までに地域包括ケアシステ

ムを構築することを目標として、市町村で「地域包括ケア計画」を策定することとなりました。 

剣淵町では、第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画から「地域包括ケア計画」とし

て位置づけ、地域包括ケアシステムの構築をめざし高齢者福祉施策を推進してきました。前計

画である第７期計画においても施策を引き継ぎ、「高齢者福祉の推進」「健康づくりの推進」「地

域生活支援体制の強化」を基本目標として、進めてきたところです。 

第８期目にあたるこの計画は、令和７年（２０２５年）を目標とした地域包括ケアシステムの構

築に向けた最終段階となる取り組みを進める計画として策定したものです。 

 

 

２ 計画の位置付け 

 

・剣淵町の高齢者に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するための計画です。  

・地域包括ケアシステムの構築、介護保険事業の円滑な実施をめざしています。 

・令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３年間の施策展開の考え方や方

策、施策の目標及び介護サービス量の見込み等を定めます。 

・老人福祉法第２０条の８第１項の規定に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険法第１１７

条第１項の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」として、一体的に策定します。  

・国が地域包括ケアシステムの構築をめざすために示した「介護保険事業に係る保険給付の円

滑な実施を確保するための基本的な指針」における「地域包括ケア計画」として位置付けます。 

・成年後見制度利用促進法第１４条第１項に規定する「成年後見制度の利用促進に関する市町

村計画」を内包します。 
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・健康増進に関する分野 ・住宅に関する分野 ・防災に関する分野 など 

３ 計画の期間 
 

・本計画は、令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３年間を計画期間と

します。 

・令和７年（２０２５年）に『地域包括ケアシステム』の構築が完了することをめざしており、最終段

階として進める計画期間です。 
 

計画期間 

（年度） 

平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 
平成３１ 

令和元 
令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８  令和２２ 

２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ ２０２５ ２０２６  ２０４０ 

 

 

 

 

 

 
 

４ 他の計画との関係 
 

・本計画は、高齢者福祉に関する国や北海道の計画をはじめ、剣淵町のまちづくりに関する上

位計画や福祉に関する個別計画、高齢者の生活に関わりの深い個別計画との整合性を踏ま

えています。 
 

他の計画・分野等との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域福祉計画 

剣淵町の福祉全体にかかわる計画 

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

高齢者の福祉に 

関する計画 

障がい者基本計画

(障がい福祉計画・ 

障がい児福祉計画) 

障がい者の福祉に 

関する計画 

子ども・子育て支援

事業計画 

子どもや子育て支

援に関する計画 

剣

淵

町

総
合

計

画 

地域福祉実践計画 

社会福祉協議会の事業 

福祉に関わる分野 

老人福祉法 

介護保険法 

北
海
道
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画 

北
海
道
介
護
給
付
適
正
化
計
画 

調和 
整合 

福祉以外の分野 

調和・整合 

【国】2025年を見据えた計画を 
団塊の世代が 75 歳以上に 

第６期 

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

第７期 

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

第８期 

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 
現役世代

が急減 
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５ 計画策定の体制 

 

本計画の策定にあたっては、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」「在宅介護実態調査」の

２つのアンケート調査を実施し、高齢者の生活や介護に関する現状把握、意見の収集に努めま

した。 

また、関係団体・住民代表、医療関係者、福祉関係者で構成されている「剣淵町保健医療福

祉等協議会」において計画案を検討し、意見や提言を受け、計画に反映させました。  

 

本計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 日常生活圏域の設定について 

 

日常生活圏域は「住民が日常生活を営んでいる地域」ということで、平成１８年（２００６年）の

介護保険法改正により、新たに示された考え方です。 

介護保険事業計画を策定する際に、地理的条件、人口、交通事情、その他の社会的条件に

加えて、介護サービスを提供するための施設の整備の状況なども含めて総合的に考え、「住民

が日常生活を営んでいる地域」として、日常生活圏域を定めることになっています。 

この日常生活圏域が、高齢者の生活・介護の支援体制を構築する地域の単位となり、地域包

括ケアを展開していくための基本単位となるものです。 

国では、おおむね３０分以内に必要なサービスが提供される区域として、中学校区を単位とし

て想定しています。 

剣淵町では、剣淵町全域を日常生活圏域として設定しています。 

 

 

事務局 

健康福祉課福祉介護グループ 

計画素案策定 

現状把握 

意見収集 

庁内 

検討会議 

協議 

調整 

提案 

助言 計画策定 

アンケート 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」 

「在宅介護実態調査」 

検討組織 

剣淵町保健医療福祉等協議会 

（剣淵町高齢者保健福祉計画・ 
剣淵町介護保険事業計画 

策定委員会） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 計画の背景 
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１ 高齢者を取り巻く状況 

 

（１）６５歳以上の人口について 

剣淵町の総人口は年々減少傾向にありますが、６５歳以上の「高齢者人口」は１，２００人台で

横ばいが続いています。その結果、高齢者人口が総人口に占める割合「高齢化率」は徐々に高

まり、令和元年（２０１９年）には４割をこえました。 
 

年齢３区分別人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、高齢者人口のうち、６５～７４歳の「前期高齢者」と７５歳以上の「後期高齢者」の割合の

推移をみると、平成３０年（２０１８年）以降、後期高齢者の割合が増加に転じています。 
 

前期高齢者（６５～７４歳）と後期高齢者（７５歳以上）の人口と割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割合（％） 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

前期高齢者（６５～７４歳） ４３．９ ４４．８ ４６．１ ４５．４ ４４．７ 

後期高齢者（７５歳以上） ５６．１ ５５．２ ５３．９ ５４．６ ５５．３ 

 

※（２つのグラフ）住民基本台帳（９月末現在）の数値をもとに作成。  

315 308 304 287 278 

1,743 1,659 1,600 1,548 1,516 

1,235 1,243 1,228 1,235 1,225 

37.5 38.7 39.2 40.2 40.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成28年

(2016年)

平成29年

(2017年)

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和２年

(2020年)

（％）

（人）

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

高齢者人口

（65歳以上）

高齢化率

（65歳以上の割合）

542 557 566 561 548

693 686 662 674 677

1,235 1,243 1,228 1,235 1,225 

0

500

1,000

1,500

平成28年

(2016年)

平成29年

(2017年)

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和２年

(2020年)

（人）
前期高齢者（65～74歳） 後期高齢者（75歳以上） 合計（65歳以上人口）
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（２）６５歳以上の世帯について 

総世帯数が少しずつ減少するなか、６５歳以上の高齢者がいる世帯数は７５０世帯前後で推

移しており、平成２７年（２０１５年）の全世帯に占める割合は５５．８％となっています。 

 

６５歳以上の高齢者のいる世帯数とその割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、６５歳以上の高齢者のいる世帯の世帯構成の推移をみると、「高齢者ひとり暮らし」世

帯と、「高齢者夫婦のみ」世帯の割合が高まっており、この１０年間で、「高齢者ひとり暮らし」世

帯は約１０ポイント、「高齢者夫婦のみ」世帯は約５ポイント、それぞれ増えています。 

 

６５歳以上の高齢者のいる世帯の世帯構成別の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（２つのグラフ）国勢調査の数値をもとに作成。 

  

747 753 742

675 576 588 

52.5
56.7 55.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

500

1,000

1,500

平成17年

（2005年）

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

（割合）

（世帯）

65歳以上の高齢者のいる世帯 その他の世帯 65歳以上の高齢者のいる世帯の割合

17.3 21.5 28.3

25.8
29.3

30.9

56.9
49.1

40.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成17年

（2005年）

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

高齢者ひとり暮らし 高齢者夫婦のみ 高齢者以外の方が同居
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（３）被保険者と要介護認定について 

６５歳以上の高齢者が該当する第１号被保険者の総数は１，２００人台で横ばいが続いていま

す。平成３０年度（２０１８年度）以降は、第１号被保険者のうち、前期高齢者（６５～７４歳）は微

減、後期高齢者（７５歳以上）は微増しています。 
 

被保険者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、第１号被保険者の前期高齢者と後期高齢者の割合の推移をみると、平成３０年（２０１８

年）度以降、後期高齢者の微増にともない割合も微増しており、令和２年度（２０２０年度）にお

ける前期高齢者は４４．３％、後期高齢者は５５．７％です。 
 

被保険者の種類別割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住民基本台帳（９月末現在）の数値をもとに「見える化システム」で算出した数値をもとに作成。 

  

537 554 561 555 543 

706 695 671 682 683 

1,243 1,249 1,232 1,237 1,226 

0

500

1,000

平成28年

(2016年)

平成29年

(2017年)

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和２年

(2020年)

（人）

第1号被保険者数（前期） 第1号被保険者数（後期） 第１号被保険者総数

43.2 44.4 45.5 44.9 44.3 

56.8 55.6 54.5 55.1 55.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成28年

(2016年)

平成29年

(2017年)

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和２年

(2020年)

第1号被保険者数（前期） 第1号被保険者数（後期）
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要介護認定者数の推移をみると、この３年間、総数は微増し、介護度別では「要介護５」が増

加しています。 

また、第１号被保険者の要介護認定率の推移をみると、徐々に上昇しています。 
 

被保険者の要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住民基本台帳（９月末現在）の数値をもとに「見える化システム」で算出した数値をもとに作成。 

 
第１号被保険者の要介護認定率 

 
 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

第１号被保険者の認定率 １７．０％ １７．２％ １７．５％ 

 

 

要介護認定者数の推移を、介護度別、年齢別にみると、認定者数が多いのは「第１号被保険

者（後期高齢者）」ですが、平成３０年度（２０１８年度）から令和２年度（２０２０年度）までの増加

率が最も高いのは「第１号被保険者（前期高齢者）」です。 
 

要介護認定者数の推移 
（単位：年度、人） 

第１号被保険者数（前期高齢者） 第１号被保険者数（後期高齢者） 第２号被保険者数 

 平成３０ 令和元 令和２  平成３０ 令和元 令和２  平成３０ 令和元 令和２ 

要支援１ １ ３ ５ 要支援１ ３３ ３４ ３２ 要支援１ ０ ０ ２ 

要支援２ １ ３ ３ 要支援２ １１ １６ １１ 要支援２ １ １ ０ 

要介護１ １ ３ ４ 要介護１ ４５ ３３ ４２ 要介護１ ２ １ １ 

要介護２ ７ ５ ３ 要介護２ ２７ ２８ ３１ 要介護２ ０ １ ０ 

要介護３ ６ ３ ３ 要介護３ １９ １９ １５ 要介護３ １ １ ０ 

要介護４ ２ ３ ４ 要介護４ ３４ ３４ ３７ 要介護４ １ ０ １ 

要介護５ ２ ５ ５ 要介護５ ２０ ２３ ２４ 要介護５ １ １ １ 

 ２０ ２５ ２７  １８９ １８７ １９２  ６ ５ ５ 

 ３年間で３５％増加  ３年間で２％増加  ３年間で１７％減少 

※住民基本台帳（９月末現在）の数値をもとに「見える化システム」で算出した数値をもとに作成。  

34 37 39 
13 20 14 

48 37 47 

34 34 34 

26 23 18 

37 37 42 

23 29 30 

215 217 224 

0

50

100

150

200

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和２年

(2020年)

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 総数
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1,904 1,835 1,794 1,670 1,613 1,558 

566 561 548 
533 522 510 

662 674 677 
672 674 676 

3,132 3,070 3,019 
2,875 2,809 2,744 

0

1,000

2,000

3,000

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和２年

(2020年)

令和３年

(2021年)

令和４年

(2022年)

令和５年

(2023年)

（人）

65歳未満 前期高齢者（65歳～74歳） 後期高齢者（75歳以上） 総人口

60.8 59.8 59.4 58.1 57.4 56.8

18.1 18.3 18.2 18.5 18.6 18.6

21.1 22.0 22.4 23.4 24.0 24.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和２年

(2020年)

令和３年

(2021年)

令和４年

(2022年)

令和５年

(2023年)

65歳未満 前期高齢者（65歳～74歳） 後期高齢者（75歳以上）

２ 高齢者の将来推計 
 

（１）総人口と高齢者数の推計 

今後３年間の推計をみると、総人口及び前期高齢者（６５歳～７４歳）の人数は減少が続くと

推計されていますが、後期高齢者（７５歳以上）の人数は令和３年度（２０２１年度）に減少するも

のの、その後再び増加すると推計されています。 
 

総人口と前期高齢者数、後期高齢者数の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

前期高齢者、後期高齢者の総人口に占める割合の推移をみると、前期高齢者はほぼ横ばい

の状況が続き、後期高齢者は少しずつ上昇が続くと推計されています。 

前期・後期高齢者を合わせた高齢化率は、令和元年度（２０１９年度）に４０％をこえましたが、

今後も少しずつ上昇すると推計されています。 
 

前期高齢者数、後期高齢者数の人口割合の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※推移（実績）は住民基本台帳（９月末現在）、推計は「見える化」システムの数値をもとに作成。％は、小数点以

下を四捨五入するため、合計が１００にならない場合があります。  

推計 推移 

推計 推移 

40.6％ 43.2％ 41.9％ 42.6％ 40.3％ 39.2％ 

高齢化率 
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34 37 39 38 37 37 

13 
20 14 15 15 15 

48 37 47 41 40 41 

34 34 34 36 36 38 

26 23 18 17 17 18 

37 37 42 
39 40 40 

23 29 
30 

33 34 33 

215 217 224 219 219 222 

0

50

100

150

200

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和２年

(2020年)

令和３年

(2021年)

令和４年

(2022年)

令和５年

(2023年)

(人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 総数

（２）要介護認定者数の推計 

今後３年間の推計をみると、要介護認定者数の総数は、ほぼ横ばいが続くと推計されていま

す。 

介護度別に要介護認定者数の推計をみると、直近３年間で増加傾向にあった「要介護５」の

認定者数も含め、今後３年間は、全体的にほぼ横ばいが続くと推計されています。 

 

介護度別要介護認定者数の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※推移（実績）は住民基本台帳（９月末現在）、推計は「見える化」システムの数値をもとに作成。 

 

  

推計 推移 
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３ 高齢者ニーズ調査結果 

 

（１）調査の概要 

本計画を策定するにあたっての基礎資料として活用するために、町内の高齢者の日常生活

や介護予防、介護に関する状況を把握するためにアンケート調査を実施しました。 

調査は、対象別に「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」「在宅介護実態調査」の２種類を実

施しました。 

 

○調査の対象 

介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 

令和２年（２０２０年）７月１日現在、町内にお住まいの６５歳以上の

方で、要介護認定を受けていない方から無作為抽出した５００人 

在宅介護実態調査 

令和２年（２０２０年）７月１日現在、町内にお住まいの６５歳以上の

方で、要介護認定を受けて在宅で生活をされている方から無作為

抽出した９２人 

 

○調査期間 

令和２年７月 

 

○調査方法 

郵送で配布、郵送及び回収ボックスで回収 

 

○配布・回収状況 

 配布数 回収数 回収率 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 ５００票 ３３１票 ６６．２％ 

在宅介護実態調査 ９２票 ７０票 ７６．１％ 
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１人暮らし

24.2%

夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）

42.0%

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下）

5.1%

息子・娘との２世帯

16.6%

その他

10.9%

無回答

1.2%

（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

家族や生活状況について 

 

・家族構成は、ともに６５歳以上の夫婦２人暮らしが４２．０％と最も割合が高く、１人暮らし（２４．

２％）、息子・娘との２世帯（１６．６％）、配偶者が６４歳以下の夫婦２人暮らし（５．１％）と続きま

す。 

家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

・普段の生活でどなたかの介護・介助が必要かについては、「介護・介助は必要ない」が約８割

（８１．０％）を占めますが、「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない（７．９％）」

や「現在、何らかの介護を受けている（１．５％）」との回答もあり、この２つを合わせると、約１割

（９．４％）を占めます。 

・介護・介助が必要になった主な原因で最も割合が高いのは「高齢による衰弱（２２．６％）」で、

「糖尿病（１９．４％）」が続きます。 
 

普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

介護・介助が必要になった主な原因は何ですか（あてはまるものすべてに〇）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護・介助は必要ない

81.0%

何らかの介護・介助は必要だが、

現在は受けていない

7.9%

現在、何らかの介護を受けている

1.5%

無回答

9.7%

9.7

16.1

9.7

16.1

12.9

12.9

3.2

19.4

9.7

3.2

16.1

12.9

22.6

9.7

0.0

25.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

がん（悪性新生物）

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）

関節の病気（リウマチ等）

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

糖尿病

腎疾患（透析）

視覚・聴覚障害

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

無回答
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25.8

38.7

32.3

16.1

12.9

12.9

3.2

6.5

41.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

配偶者（夫・妻）

息子

娘

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

介護サービスのヘルパー

その他

無回答

・介護・介助が必要になった方のうち、介護や介助を受けている相手については、無回答を除く

と「息子（３８．７％）」が多く、「娘（３２．３％）」が続きます。 

 
主にどなたの介護、介助を受けていますか（あてはまるものすべてに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他：訪問看護 

 

・現在の暮らしの状況については、「ふつう」が６５．０％と最も割合が高いですが、経済的に「や

や苦しい（１３．３％）」が次に高くなっています。 

 
現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

からだを動かすことについて 

 

・体を動かすことについて、階段を手すりや壁をつたわらずに昇っている人は５２．６％、椅子に

座った状態から何もつかまらずに立ち上がっている人は７０．７％、１５分位続けて歩いている

人は６５．０％です。 

・階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているかについては、「できるけどしていない」が２割以

上（２２．４％）、「できない」が１割以上（１３．３％）と、他に比べてやや割合が高くなっています。 

 
からだを動かすことについて 

 

 

 

 

 

 

  

52.6

70.7

65.0

22.4

9.7

15.1

13.3

6.9

7.3

11.8

12.7

12.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（１）階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

（２）椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

（３）15分位続けて歩いていますか

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

大変苦しい

3.3%
やや苦しい

13.3%

ふつう

65.0%

ややゆとりがある

5.7%

大変ゆとりがある

0.3%

無回答

12.4%
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とても不安である

12.1%

やや不安である

36.0%

あまり不安でない

23.6%

不安でない

16.3%

無回答

12.1%

とても減っている

3.9%

減っている

32.3%

あまり減っていない

32.0%

減っていない

27.8%

無回答

3.9%

・過去１年間に転んだ経験については、「ない」が６１．６％と最も割合が高いですが、「１度ある」

は２割近く（１８．５％）、「何度もある」も１割近く（８．５％）あります。 
 

過去１年間に転んだ経験がありますか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・転倒に対する不安については、「やや不安である」が３６．０％と３分の１強を占め最も割合が高

く、「とても不安がある（１２．１％）」と合わせると４８．１％となり、約半数は転倒に不安を感じて

います。 

・一方、「あまり不安でない（２３．６％）」と「不安でない（１６．３％）」の合計は３９．９％で、約４割

は不安ではないと回答しています。 
 

転倒に対する不安は大きいですか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１週間の外出状況については、「週２～４回」が４５．６％と最も割合が高く、「週５回以上」が２３．

６％で続きます。「週１回」は約２割（２０．２％）、「ほとんど外出しない」は６．６％です。 

・外出の回数については、昨年と比べると「減っている」が３２．３％で最も割合が高いものの、

「あまり減っていない」が僅差（３２．０％）で続きます。「減っていない」は２７．８％、「とても減っ

ている」は３．９％です。 
 
週に１回以上は外出していますか（１つに〇）    昨年とくらべて外出の回数が減っていますか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

  

何度もある

8.5%

１度ある

18.4%

ない

61.6%

無回答

11.5%

ほとんど外出しない

6.6%

週１回

20.2%

週２～４回

45.6%

週５回以上

23.6%

無回答

3.9%
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・外出を控えているかについては、「いいえ」が５９．２％と約６割を占めますが、「はい」も３２．

０％と約３分の１を占めます。 

・外出を控えている理由については、「その他（５０．９％）」が最も割合が高く、内容としては、

「新型コロナウイルス（の感染拡大）のため」をあげている人が多くいます。その次に高いのが

「足腰などの痛み（４４．３％）」です。 

 
外出を控えていますか（１つに〇）      外出を控えている理由（あてはまるものすべてに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外出する際の移動手段については、「自動車（自分で運転）」が６１．６％と最も割合が高く、「徒

歩（３９．０％）」、「自転車（３２．０％）」が続きます。 

 
外出する際の移動手段は何ですか（あてはまるものすべてに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

32.0%

いいえ

59.2%

無回答

8.8%

7.5%

0.9%

44.3%

4.7%

4.7%

3.8%

13.2%

3.8%

6.6%

50.9%

3.8%

0% 20% 40% 60%

病気

障害（脳卒中の後遺症など）

足腰などの痛み

トイレの心配（失禁など）

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

外での楽しみがない

経済的に出られない

交通手段がない

その他

無回答

39.0

32.0

1.2

61.6

22.1

6.0

11.2

0.0

0.6

0.0

1.5

7.6

0.3

4.2

0% 20% 40% 60% 80%

徒歩

自転車

バイク

自動車（自分で運転）

自動車（人に乗せてもらう）

電車

路線バス

病院や施設のバス

車いす

電動車いす（カート）

歩行器・シルバーカー

タクシー

その他

無回答

※その他の内容 

新型コロナウイルスのため（同様 49 人） 

運転による交通事故 夫を一人にしない 

老化 農作業が忙しい 出かけるのが面倒 
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体重、食べることについて 

 

・回答者全体の身長の平均は、１５５．７ｃｍ、体重の平均は５６．５ｋｇです。  

・身長、体重からＢＭＩ指数※を計算したところ、「普通体重」が５６．８％で最も割合が高く、「肥

満１度（２６．０％）」、「低体重（６．０％）」、「肥満２度（２．１％）」と続きます。  
 

体重について 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＢＭＩ指数：体重と身長から算出される肥満度を表す体格指数で、「体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）２」で計算します。日

本肥満学会では、統計的に最も病気にかかりにくいＢＭＩ指数２２を標準体重としてその前後の１８．５～２５未

満を普通体重、１８．５未満を低体重、２５以上の場合を肥満と４段階に分けています。 

 

・６か月間での体重の減少については、「いいえ（減少なし）」が６７．４％、「はい（減少あり）」が１

６．９％です。 
 

６か月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 
 

・食事をともにする機会については、「毎日ある」が３４．７％と最も割合が高く、約３分の１を占

めています。一方、「年に何度かある」は１８．１％、「ほとんどない」は８．８％で、この２つの回答

を合わせると２６．９％となり、４分の１をこえます。 
 

どなたかと食事をともにする機会はありますか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

  

6.0

56.8

26.0

2.1

0.0

0.0

9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

低体重（18.5未満）

普通体重（18.5～25未満）

肥満１度（25～30未満）

肥満２度（30～35未満）

肥満３度（35～40未満）

肥満４度（40以上）

無回答

はい

16.9%

いいえ

67.4%

無回答

15.7%

毎日ある

34.7%

週に何度かある

3.3%

月に何度かある

18.7%

年に何度かある

18.1%

ほとんどない

8.8%

無回答

16.3%
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もの忘れやＩＡＤＬ※について 

※手段的日常生活動作：日常的な動作の中でも、より頭を使って判断することが求められる動作で、例えば、買

い物や服薬管理、電話の応対、金銭の管理などが該当します。Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌ Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ ｏｆ Ｄａｉｌｙ Ｌｉ

ｖｉｎｇを略して「ＩＡＤＬ」と言います。 

 

・物忘れが多いと感じているかについては、「はい」が４８．３％、「いいえ」が４７．４％で、ほぼ半

数ずつです。 

・手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）である、バスや電車の利用、買い物、食事の用意、請求書の支

払い、貯金の出し入れについては、いずれも項目も７割以上は「できるし、している」ですが、

その中で「できるし、している」の割合が最も低かったのは食事の用意です。 

 
物忘れが多いと感じますか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活で行うこと（ＩＡＤＬ）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・趣味については、「趣味あり」が６７．１％、「思いつかない」が２５．４％となっています。 

 
趣味はありますか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

  

はい

48.3%いいえ

47.4%

無回答

4.2%

76.4

83.7

70.7

87.0

85.8

15.7

11.5

21.8

7.9

9.1

4.5

2.7

4.8

2.7

2.7

3.3

2.1

2.7

2.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

バスや電車を使って１人で外出していますか

自分で食品・日用品の買物をしていますか

自分で食事の用意をしていますか

自分で請求書の支払いをしていますか

自分で預貯金の出し入れをしていますか

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

趣味あり

67.1%

思いつかない

25.4%

無回答

7.6%
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地域での活動について 

 

・会やグループ等への参加頻度については、全ての項目で「参加していない」の割合が最も高く

なっています。中でも多いのは④学習・教養サークル、⑤老人クラブで、ともに「参加していな

い」が過半数を占めます。 

・比較的「参加していない」が少ないのは③趣味関係のグループと⑥町内会・自治会（サロンな

ど）で、③は「月１～３回」「年に数回」がそれぞれ約１割を占め、⑥は「月１～３回」が１割強、「年

に数回」が２割強を占めます。 

・⑦収入のある仕事は、「週４回以上」が１６．９％を占めます。 

 

会やグループ等への参加頻度（それぞれ１つ〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３％未満の数値は非表示。 

 

 

・地域で健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行うとした場合の参加については、参加者

としては「参加しても良い」が４６．５％と最も割合が高いですが、企画・運営としては「参加した

くない」が４５．６％と最も割合が高くなっています。 

 
地域住民の有志で健康づくり活動や趣味等の 

グループ活動を行うとしたら参加者として 

参加してみたいと思いますか（１つに〇） 

地域住民の有志で健康づくり活動や趣味等の 

グループ活動を行うとしたら、企画・運営（世話役）

として参加してみたいと思いますか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.9

3.0

3.9

3.9

6.6

6.0

7.6

5.7

11.5

6.0

5.7

13.6

3.3

8.2

6.3

10.0

5.4

11.5

22.1

3.9

46.8

44.1

39.0

51.7

54.7

36.6

42.3

36.3

32.0

27.8

35.0

27.2

26.0

28.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ（体操教室など含む）

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤老人クラブ

⑥町内会・自治会（サロンなど含む）

⑦収入のある仕事

週４回以上 週２～３回 週１回 月１～３回 年に数回 参加していない 無回答

是非参加したい

5.4%

参加してもよい

46.5%
参加したくない

29.0%

既に参加している

9.1%

無回答

10.0%
是非参加したい

0.9%

参加してもよい

34.7%

参加したくない

45.6%

既に参加している

5.1%

無回答

13.6%
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周りの人との関わり合い、支え合いについて 

 

・「⑴心配事や愚痴を聞いてくれる人」や「⑵聞いてあげる人」は、いずれも、「配偶者」が最も高

く、「友人」が続きます。 

・「⑶病気で数日間寝込んだ時に看病や世話をしてくれる人」や「⑷看病や世話をしてあげる人」

は、いずれも、「配偶者」が半数以上を占め最も高く、「別居の子ども」が続きます。  

 

心配事や愚痴を聞いてくれる（あげる）人、看病や世話をしてくれる（あげる）人について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心身の健康の状態、認知症について 

 

・現在の健康状態については「まあよい」が７１．９％と最も割合が高くなっています。  

・一方で、「よくない（０．９％）」と「あまりよくない（１５．１％）」を合計すると１６．０％になります。  

 

現在のあなたの健康状態はいかがですか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44.7

43.8

55.3

57.1

15.7

12.7

20.5

15.4

41.7

31.7

33.5

23.6

29.9

31.1

17.8

21.5

11.2

15.4

1.2

2.1

35.6

34.1

5.7

6.6

2.7

1.2

2.1

0.9

4.5

6.6

5.4

13.0

5.1

7.6

5.4

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（１）あなたの心配事や愚痴を聞いてくれる人

（２）あなたが心配事や愚痴を聞いてあげる人

（３）病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人

（４）看病や世話をしてあげる人

配偶者 同居の子ども 別居の子ども 兄弟姉妹・親戚・親・孫 近隣 友人 その他 そのような人はいない 無回答

とてもよい

10.3%

まあよい

71.9%

あまりよくない

15.1%

よくない

0.9%

無回答

1.8%
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・この１か月間で気分の沈みやゆううつな気持ちがあったかについては「いいえ」が６６．５％と最

も割合が高いですが、「はい」も２８．１％と約３割を占めます。 

・この１か月間で物事への興味がわかない、心から楽しめない感じがよくあったかについては

「いいえ」が７５．８％と約４分の３を占めますが、「はい」も１８．７％と約２割を占めます。 
 

この１か月間、気分が沈んだり、 

ゆううつな気持ちになったりすることが 

ありましたか（１つに〇） 

この１か月間、どうしても物事に対して興味が 

わかない、あるいは心から楽しめない感じが 

よくありましたか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在の幸せの程度については、１０点満点中、最も割合が高かったのは「８点（１９．０％）」で、

「５点（１８．７％）」、「１０点（１７．５％）」と続きます。平均点は７．３点です。  
 
現在どの程度幸せですか（「とても不幸」を０点、「とても幸せ」を１０点として、あてはまる点数１つに〇）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知症の症状が（自身に）ある、家族に認知症の症状がある人がいるかについては「いいえ」

が８６．１％ですが、「はい」も約１割（９．７％）を占めます。 

・認知症に関する相談窓口を知っているかについては、「はい」は３５．３％と約３分の１です。  
 
認知症の症状がある又は家族に認知症の症状があ

る人がいますか（１つに〇） 

認知症に関する相談窓口を知っていますか 

（１つに〇） 

 

 

 

  

はい

28.1%

いいえ

66.5%

無回答

5.4%
はい

18.7%

いいえ

75.8%

無回答

5.4%

0.0

0.3

0.3

1.8

3.6

18.7

8.5

13.9

19.0

12.4

17.5

3.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

０点

１点

２点

３点

４点

５点

６点

７点

８点

９点

10点

無回答

はい

9.7%

いいえ

86.1%

無回答

4.2% はい

35.3%

いいえ

59.2%

無回答

5.4%
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】のまとめ 

 

家族や生活状況について 

・要介護認定を受けていない６５歳以上の方の世帯構成は、「ともに６５歳以上の夫婦２人暮ら

し」が４２．０％、１人暮らしが２４．２％で、この２つを合わせると、全体の約３分の２（６６．２％）

を占める。８割は介助不要だが、１割は何らかの介護を受けているか、必要だが受けておらず、

その介護の担い手は息子、娘、配偶者が多い。 

 

身体を動かすことについて 

・階段を手すりや壁をつたわらずに昇っている人は５２．６％、椅子に座った状態から何もつかま

らずに立ち上がっている人は７０．７％、１５分位続けて歩いている人は６５．０％。このうち、階

段を手すりや壁をつたわらずに昇っているかについては「できるけどしていない」が２割以上、

「できない」が１割以上と、他に比べてやや“していない、できない”割合が高い。 

 

・過去１年間に転んだ経験が「１度ある」は２割近く、「何度もある」も１割近くあり、転倒に対して

「やや不安である」が３分の１強を占める。「とても不安がある」と合わせると約半数を占める。  

 

・１週間の外出状況は「週２～４回」が４５．６％と最も高く、「週５回以上」が２３．６％で続く。「週

１回」は２０．２％、「ほとんど外出しない」は６．６％。昨年と比べると回数が「減っている」と「あ

まり減っていない」が３割強、「減っていない」は３割弱。外出を控えている方が約３分の１を占

め、その理由で多いのは、新型コロナウイルス（の感染拡大）のため、足腰などの痛み。 

・外出する際の移動手段は、「自動車（自分で運転）」が最も多く、「徒歩」、「自転車」と続く。  

 

体重、食べることについて 

・ＢＭＩ指数は「普通体重」が５６．８％で最も高く、「肥満１度（２６．０％）」、「低体重（６．０％）」、

「肥満２度（２．１％）」と続く。 

 

・食事をともにする機会が「毎日ある」方は３４．７％と最も高く、「月に何度かある（１８．７％）」が

続くが、「年に何度かある」や「ほとんどない」という回答も４分の１をこえる。 

 

物忘れ、ＩＡＤＬについて 

・物忘れが多いと感じているかについては、「はい」と「いいえ」がほぼ半数ずつ。 

 

・手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）である、バスや電車の利用、買い物、食事の用意、請求書の支

払い、貯金の出し入れは、いずれも７割以上は「できるし、している」だが、その割合が低かっ

たのは食事の用意。 

 

・趣味については「趣味あり」は６７．１％、「思いつかない」が２５．４％。 
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地域での活動について 

・会やグループ等へは「参加していない」割合が高く、「参加していない」が過半数を占めるのは

学習・教養サークル、老人クラブで、反対に「参加していない」が少ないのは、趣味関係のグル

ープと町内会・自治会（サロンなど）。収入のある仕事は「週４回以上」が１６．９％を占め他に比

べて高い。 

 

・地域で健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行う場合、参加者として「参加しても良い」

は４６．５％と最も高いが、企画・運営としては「参加したくない」が４５．６％と最も高い。  

 

・心配事や愚痴を聞いてくれる人、あるいは自身が聞いてあげる人は、いずれも、「配偶者」が

最も高く、「友人」が続く。病気で数日間寝込んだ時に看病や世話をしてくれる人、あるいはし

てあげる人については、いずれも、「配偶者」が最も高く、「別居の子ども」が続く。  

 

心身の健康状態、認知症について 

・現在の健康状態については「まあよい」が約７割で、「とてもよい」と合わせると８割をこえる。

一方、「よくない」と「あまりよくない」の合計は１６．０％。 

 

・この１か月間で気分の沈みやゆううつな気持ちがあったかについては「いいえ」が６６．５％と高

いが、「はい」も約３割を占める。また、この１か月間で物事への興味がわかない、心から楽しめ

ない感じがよくあったかについては「いいえ」が７５．８％と高いが、「はい」も約２割を占める。  

 

・現在の幸せの程度については、１０点満点中、最も割合が高かったのは「８点（１９．０％）」で、

「５点（１８．７％）」、「１０点（１７．５％）と続く。平均点は７．３点。  

 

・認知症の症状が（自身に）ある、家族に症状がある人がいるかは、「いいえ」が８６．１％だが、

「はい」も約１割を占める。認知症に関する相談窓口を知っているのは約３分の１。  
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（３）在宅介護実態調査 

該当者の年齢と要介護度について 

 

・該当者の年齢は「８５～８９歳」が３１．４％で最も割合が高く、「９０歳以上（２５．７％）」、「８０～

８４歳（２０．０％）と続きます。 

・要介護については、「要支援（２７．１％）」が最も高く、「要介護１（２２．９％）」が続きます。  

 

年 齢                  要介護度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設等への入所・入居の検討状況について 

 

・「入所・入居は検討していない」が５５．７％と過半数を占めていますが、「入所・入居を検討し

ている」も２４．３％と約４分の１を占めています。 

 

現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65歳未満

0.0%

65～69歳

4.3%
70～74歳

7.1%

75～79歳

10.0%

80～84歳

20.0%

85～89歳

31.4%

90歳以上

25.7%

無回答

1.4% 27.1

17.1

22.9

12.9

4.3

0.0

0.0

11.4

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50%

要支援１

要支援２

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

わからない

無回答

入所・入居は検討して

いない

55.7%

入所・入居を検討している

24.3%

すでに入所・入居申し込み

をしている

4.3%

無回答

15.7%
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主な介護者の介護状況、不安に思っていることについて 

 

・現在、主な介護者が行っている介護等については、「外出の付き添い、送迎等（６８．４％）」が

最も割合が高く、「その他の家事（掃除、洗濯、買物等）（６５．８％）」、「金銭管理や生活面に必

要な諸手続き（６０．５％）」、「食事の準備（調理等）（５７．９％）」が続きます。  

・現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者が不安に感じる介護等については、「外出

の付き添い、送迎等（３９．５％）」が最も割合が高く、「認知症への対応（３６．８％）」、「その他

の家事（掃除、洗濯、買物等）（３１．６％）」が続きます。 

・現在行っている介護の割合より不安な介護の割合が上回った中で、その差が大きかったのは、

「日中の排泄」や「夜間の排泄」です。 
 
「現在、主な介護者が行っている介護等」と「現在の生活を継続していくにあたって、主な介

護者が不安に感じる介護等」について（それぞれ、あてはまるものすべてに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.9

10.5

15.8

34.2

21.1

26.3

10.5

68.4

47.4

31.6

7.9

57.9

65.8

60.5

2.6

5.3

7.9

21.1

23.7

15.8

28.9

13.2

13.2

15.8

39.5

13.2

36.8

5.3

28.9

31.6

23.7

5.3

5.3

7.9

18.4

0% 20% 40% 60% 80%

【身体介護】 日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

【生活援助】 医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

【その他】 その他

不安に感じていることは、特にない（②のみ）

主な介護者に確認しないと、わからない（①はわからない）

無回答

①行っている介護等

②不安に感じる介護



26 

介護者と就労の両立について 
 

・家族や親族の中で、本調査の対象者の介護を主な理由として、過去１年間で仕事を辞めた方

は、「いない」が半数（５０．０％）を占めます。 

・「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」が７．９％、「主な介護者以外の家族・親族が転職し

た」が２．６％で、合計すると約１割を占めます。 
 

介護を主な理由として、過去１年の間に仕事を辞めた方はいますか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主な介護者の現在の勤務形態は「フルタイムで働いている」が３６．８％で最も割合が高く、「働

いていない（２１．１％）」、「パートタイムで働いている（１８．４％）」と続きます。 
 

主な介護者の方の現在の勤務形態について（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 
 

・今後の仕事の継続については、「問題はあるが、何とか働いていける」が５７．１％で最も割合

が高く、「問題なく、働いていける（１９．０％）」が続きます。 

・一方、「続けていくのは、やや難しい」は１４．３％、「続けていくのは、かなり難しい」が４．８％で、

合計すると約２割を占めます。 
 

主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか（１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

  

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

7.9%

主な介護者以外の家

族・親族が仕事を辞め

た（転職除く）

0.0%

主な介護者が転職した

0.0%

主な介護者以外の家族・親族が転職した

2.6%

介護のために仕事を辞めた

家族・親族はいない

50.0%

わからない

2.6%

無回答

36.8%

フルタイムで働いている

36.8%

パートタイムで働いている

18.4%

働いていない

21.1%

主な介護者に確認しないと、

わからない

5.3%

無回答

18.4%

問題なく、働いていける

19.0%

問題はあるが、何とか働いていける

57.1%

続けていくのは、やや難しい

14.3%

続けていくのは、かなり難しい

4.8%

主な介護者に確認しないと、わからない

4.8%
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サービス未利用の理由について 

 

・（住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の）介護保険サービスを利用していない理由については、

「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」が８９．５％と最も割合が高く、「家族が

介護をするため必要ない（３１．６％）」、「本人にサービス利用の希望がない（２１．１％）」と続き

ます。 

 

介護保険サービスを利用していない理由は何ですか（あてはまるものすべてに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89.5

21.1

31.6

0.0

5.3

0.0

0.0

5.3

5.3

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状では、サービスを利用するほどの状態ではない

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

以前、利用していたサービスに不満があった

利用料を支払うのが難しい

利用したいサービスが利用できない、身近にない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため

サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない

その他

無回答
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【在宅介護実態調査】のまとめ 

 

施設等への入所・入居の検討状況について 

・「入所・入居は検討していない」が過半数を占めるが、「入所・入居を検討している」も約４分の

１を占める。 

 

主な介護者の介護状況、不安に思っていることについて 

・主な介護者が現在行っている介護等は、外出の付き添いや送迎等、その他の家事（掃除、洗

濯、買物等）、金銭管理や生活面に必要な諸手続き、食事の準備（調理等）などが比較的高い。  

 

・現在の生活を継続するうえで主な介護者が不安に感じる介護等は外出の付き添いや送迎等、

認知症への対応、その他の家事（掃除、洗濯、買物等などが比較的高い。 

 

・現在よりも今後の不安が高く、その差が大きかったのは、日中や夜間の排泄。  

 

介護者と就労の両立について 

・家族や親族の中で、介護を主な理由に、過去１年間で仕事を辞めた方は「いない」が半数。そ

の他は、主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）、主な介護者以外の家族・親族が転職したと

いう回答があり、合計すると約１割を占める。 

 

・主な介護者の現在の勤務形態はフルタイムが３６．８％で最も高く、働いていない（２１．１％）、

パートタイム（１８．４％）と続く。 

 

・今後の仕事の継続については、「問題はあるが何とか働いていける」が約６割、「問題なく働い

ていける」が約２割で“継続可能”が約８割を占める。一方、「続けていくのは、やや難しい（１４．

３％）」や「続けていくのはかなり難しい（４．８％）」という“継続が厳しい”回答は約２割を占め

る。 

 

サービス未利用の理由について 

・介護保険サービスを利用していない理由は、「現状では、サービスを利用するほどの状態では

ない」が８９．５％と最も高く、「家族が介護をするため必要ない（３１．６％）」、「本人にサービス

利用の希望がない（２１．１％）」と続く。 
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４ 高齢者福祉に関する国の動向 

 

（１）地域包括ケアシステムの構築 

日本では、他に例を見ないスピードで高齢化が進行しており、現在、国民の約４人に１人は６

５歳以上です。令和２４年（２０４２年）にピークを迎えた後も、７５歳以上の人口割合は増加し続

けることが推計されています。 

また、団塊の世代（約８００万人）が７５歳以上となる令和７年（２０２５年）以降は、国民の医療

や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。 

このため、国は、令和７年（２０２５年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目

的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制「地域包括ケアシステム」の構築を進めて

います。 

 

 

国の動向を受けて、町が取り組むこと 

➡高齢者の住み慣れた地域で生活していくために必要な「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活

支援」を一体的（包括的）に考え、継続的に支えていく体制をつくることが必要です。 

➡剣淵町の特性、これまでの取り組みやネットワークなど、地域の実情を踏まえ、体制をつくる

ことが必要です。 
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（２）誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現 

令和２２年（２０４０年）には、高齢者の人口の伸びは落ち着きますが、その一方で、現役世代

（担い手）が急減することが見込まれています。 

このため、国は、「総就業者数の増加」をめざすとともに、「より少ない人手でも回る医療・福

祉の現場の実現」をめざしています。また、今後、国民誰もが、より長く、元気に活躍できるよう、

「①多様な就労・社会参加の環境整備」「②健康寿命の延伸（健康格差の解消）」「③医療・福祉

サービスの改革による生産性の向上」「④給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性

の確保」を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省の資料より 

 

 

国の動向を受けて、町が取り組むこと 

➡高齢者を含め、幅広い年代に対する就労や社会参加の促進、健康づくりや介護予防など健

康寿命の延伸に向けた取り組み、医療・福祉分野の生産性の向上、給付と負担の見直しにつ

ながる取り組みを進めていくことが必要です。 

 

  



31 

（３）保健事業と介護予防の一体的な実施 

加齢に伴う身体的な機能の低下や慢性疾患の発症、認知機能や社会的なつながりの低下な

ど、様々な不安を抱えている高齢者が多くいるなか、健康寿命を延伸するために、介護予防や

フレイル※の防止、疾病の重症化予防、若い世代の健康増進などを効果的に実施していくことが

求められています。 

このため、国は、「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」や「まち・ひと・しごと創生基本方

針２０１８」において「高齢者の通いの場を中心とした介護予防・フレイル対策や生活習慣病等の

疾病予防・重症化予防」や「就労・社会参加支援」を、都道府県等と連携しつつ市町村が一体的

に実施する仕組みを検討することを位置づけています。 

また、インセンティブ（報奨）を活用することにより、健康寿命の地域間格差を解消することを

めざしています。 
 

※フレイル：加齢に伴い、筋力が衰え疲れやすくなったり心身の活力が低下することによって、家に閉じこもりが

ちな状態になることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の動向を受けて、町が取り組むこと 

➡高齢者が通い、交流することで介護予防やフレイル対策につながる取り組みを進めるほか、

若い世代も含めた生活習慣病等の疾病予防・重症化予防、幅広い世代に対する就労や社会

参加促進などを進めていくことが必要です。 

➡目標をたて、実践し、検証を行うことで、既存事業の見直しや効果を高める工夫をしながら

進めていくという「ＰＤＣＡサイクル」を意識した取り組みが必要です。  

○経済財政運営と改革の基本方針２０１８～少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現  

～（平成３０年６月１５日閣議決定）抜粋 

第３章 「経済・財政一体改革」の推進 

４．主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題 

（１）社会保障 

（予防・健康づくりの推進） 

高齢者の通いの場を中心とした介護予防・フレイル対策や生活習慣病等の疾病予防・重

症化予防、就労・社会参加支援を都道府県等と連携しつつ市町村が一体的に実施する仕組

みを検討するとともに、インセンティブを活用することにより、健康寿命の地域間格差を解

消することを目指す。 

 

○まち・ひと・しごと創生基本方針２０１８（平成３０年６月１５日閣議決定）抜粋 

Ⅲ．各分野の施策の推進 

５．時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する 

（７）地域共生社会の実現 

【具体的取組】 

◎疾病や健康づくりの推進による地域の活性化 

人生１００年時代を見据えて健康寿命の延伸を図るため、地域における高齢者の通いの

場を中心とした、介護予防・フレイル対策（運動、口腔、栄養等）や生活習慣病などの疾病予

防・重症化予防を一体的に実施する仕組みを検討する。 
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※厚生労働省の資料より 
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（４）地域共生社会の実現 

高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場など暮らしにおける人と人とのつながりがさらに

弱まるなか、国は、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住

民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民

一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会「地域共生社会」をめざしていま

す。 

そして、改革の基本コンセプトとして「地域共生社会」の実現を掲げ、「ニッポン一億総活躍プ

ラン」や「『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」にもとづき、具体化に向けた改革

を進めています。 

また、令和２年（２０２０年）、地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化し

た支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、自治体の包括

的な支援体制の構築の支援などの所要の措置を講ずるため、「地域共生社会の実現のための

社会福祉法等の一部を改正する法律」が成立しました。 

 

 

国の動向を受けて、町が取り組むこと 

➡制度や分野の縦割りをなくすために、福祉分野だけでなく、町全体、行政運営全般で剣淵町

における「地域共生社会」のあり方を考え、全庁的に取り組んでいくことが必要です。 

➡高齢者や障がい者、子どもといった福祉の領域の縦割りをなくし、８０５０問題※やひきこも

りなど、既存の制度では対応が難しい複合課題や狭間のニーズを抱えた本人・世帯への相

談支援を包括的に行える体制づくりが求められています。 

➡医療・介護分野データの活用、解析などにより、地域に応じた質の高いサービス提供体制を

つくることが必要です。 

➡介護保険事業計画に、介護人材の確保・資質の向上や業務の効率化、質の向上に関する記

載が求められており、介護人材確保及び業務効率化について、地域の実情に応じた取り組

みを着実に進めていくことが必要です。 

 

※８０５０問題：８０代の親が、ひきこもりが長期化した５０代の子どもの生活を支える状況が多く見られるとい

う社会問題です。 
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※厚生労働省の資料より



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 
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１ 基本理念 

 

本計画では、高齢者福祉を進めるうえでの基本理念として、「だれもが １．安心して自

分らしく暮らすこと ２．元気で楽しく暮らすこと ３．支え合って暮らすこと」を

掲げており、第８期計画においても継承することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

２ めざす方向 

 

（１）高齢者の尊厳を大切にしながら、自立した生活を支える「地域包括ケアシステム」

の構築 

剣淵町は、『住み続けたい人が住み続けられる町』をめざし、まちづくりを進めています。この

対象は、子どもからお年寄りまで、すべての住民です。 

年を重ねるとともに、体力や体調の不安、精神的な不安を抱えることも増え、地域の活動か

らも離れがちになります。移動手段も限られ、日常生活に必要な行動もとりづらくなる傾向にあ

ります。 

これから増え続ける高齢者が、住みたくても住み続けられない状況にならないように、年齢に

関わらずだれもが剣淵町民として一緒に暮らしていくことができる地域づくり（「地域包括ケア

システム」の構築）をめざします。 

そのためには、住民の理解や協力はもちろんですが、介護や福祉を支えるサービスが不可欠

です。人材や財源の確保が厳しくなるなかで、高齢者が安心して暮らし続けるための介護・福

祉サービスの確保をめざします。 

 

（２）健康寿命と平均寿命との差を縮め、生きがいを持って人生１００年時代を過ごせる

よう支援する 

人生１００年時代、長寿社会といわれる今日、のびた人生を心身ともに健康な状態で過ごした

いとだれもが望んでいます。 

剣淵町の健康寿命は全国や北海道の平均と差はありませんが、自分自身、一人ひとりの心

がけや町での取り組み、働きかけにより、より一層、伸ばしていくことも可能です。 

高齢者が町内で活動、活躍できる場を増やすとともに、生涯にわたり心身ともに健康でいら

れるように支援し、剣淵町民の健康寿命の延伸をめざします。 

  

だれもが 

１.安心して自分らしく暮らすこと 

２.元気で楽しく暮らすこと 

３.支え合って暮らすこと 
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３ 基本目標 

 

高齢者福祉を進めるうえでの「基本理念」、本計画で「めざす方向」を踏まえ、本計画の施策

を進めるうえでの基本目標として、次の６つを位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

だれもが 

１.安心して自分らしく暮らすこと 

２.元気で楽しく暮らすこと 

３.支え合って暮らすこと 

高齢者福祉を進めるうえでの「基本理念」 

１ 高齢者の尊厳を大切にしながら、自立した生活を支える

「地域包括ケアシステム」の構築 

２ 健康寿命と平均寿命との差を縮め、生きがいを持って 

人生１００年時代を過ごせるよう支援する 

本計画で「めざす方向」 

１ 高齢者が自ら行う健康づくりや介護予防を支援します  

２ 高齢者がいきがいを持って生活できる環境をつくります  

３ 高齢者が住み慣れた家で生活できるよう支援します  

４ 高齢者の居住ニーズに沿った、適切な施設利用につなげます  

５ 認知症になっても住み続けられるようにします 

６ 高齢者福祉を推進する体制、環境の充実に努めます  

本計画の施策を進めるうえでの基本目標 
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介護予防普及啓発事業「貯筋体操教室」 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 施策の内容 
 

本計画において、より一層推進していく内容には、   より一層推進 というマークをつけています。 
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１ 高齢者が自ら行う健康づくりや介護予防を支援します 

 

・加齢に伴い、筋力が衰え疲れやすくなったり心身の活力が低下することによって、家に閉じこ

もりがちな状態（フレイル）になると、要介護へと移行していくことが懸念されます。高齢者の保

健事業と介護予防を一体的に実施し、フレイルになることを防ぎ、要介護状態に至る可能性を

減らしていくことが重要です。 

・できるだけ長く、住みなれた場所で自立した生活を送ることができるよう、若い世代から健康

づくりを支援することで、生活習慣病やその重症化を予防し、健康寿命（平均自立期間※）の

延伸を促進していくことが必要です。 

 

※平均自立期間：「自立した生活ができている期間の平均」のことです。 

 

（１）高齢者の健康づくりを支援します。 

①健康相談 

心身の健康に関する相談や生活習慣病に関する相談、助言を行います。 

今後も地域包括支援センターなど関係機関と連携し、相談・助言を通して、自分の健康は自

分で守ることを推進し、疾病やその重症化の予防をめざしていくことが必要です。 

■現状・目標 

＜保健師＞ （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

一般相談 ３０人 １５８人 １００人 １５０人 １５０人 １５０人 

健診関係 ２７８人 ２３４人 ２００人 ２５０人 ２５０人 ２５０人 

介護関連 ０人 ２人 ０人 ２人 ２人 ２人 

精神 ８５人 ７９人 ７０人 ８０人 ８０人 ８０人 

心身障がい（知的含む） ２０人 １６人 １５人 ２０人 ２０人 ２０人 

感染症・特疾 １０人 ４人 ４人 ５人 ５人 ５人 

その他疾患 ０人 １人人 １人 １人 １人 １人 

＜栄養士＞ （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

一般相談 ５１人 １０１人 ５０人 ５０人 ５０人 ５０人 

健診関係 ４６４人 ３９７人 ４００人 ４００人 ４００人 ４００人 
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②健康教育 

生活習慣病予防に重点を置き、健診結果をもとに、疾病理解や栄養、運動面からアプローチ

をし、若い世代からの健康づくりを行い、高齢期を健康に迎えられるよう取り組みます。 

■現状・目標 （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

一般健康教育 
開催数 ２回 ０回 ２回 １回 １回 １回 

延利用者数 ５１人 ０人 ５６人 ３０人 ３０人 ３０人 

生活習慣病予防 
開催数 ７回 ７回 ４回 ７回 ７回 ７回 

延利用者数 １５５人 １９８人 ６０人 １５０人 １５０人 １５０人 

 

 

（２）生活習慣病や重症化を予防します。 

  より一層推進 ①特定健康診査・特定保健指導（剣淵町国民健康保険より執行委任事業）  

特定健康診査の受診率の低下を機に実施方法を変更し、訪問等による受診勧奨の強化を図

っています。その結果、受診率を大幅に上昇させることができましたが、若年層の健診離れや継

続受診に向けての課題があり、今後も継続した取り組みが重要です。 

保健指導では、個々の生活習慣改善、生活習慣病の重症化予防を主眼に、従来の特定保健

指導に加え、生活習慣病重症化予防の取り組みを重点的に行っていきます。 

■現状・目標 （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

特定健康診査 
対象者数 ７１１人 ７１４人 ７１０人 ７００人 ６９０人 ６８０人 

受診率 ７２．２％ ７４．５％ ６５．０％ ７０．０％ ７０．０％ ７０．０％ 

特定保健指導 
対象者数 ５９人 ６０人 ６０人 ６０人 ６０人 ６０人 

受診率 ８４．７％ ６８．３％ ７０．０％ ７０．０％ ７０．０％ ７０．０％ 

 

  より一層推進 ②後期高齢者健康診査（北海道後期高齢者医療広域連合からの委任事業） 

後期高齢者医療保険制度の被保険者を対象に、北海道後期高齢者医療広域連合より委託

を受け、健康診査を実施しています。 

「市町村における保健事業と介護予防の一体的な実施」が求められており、令和２年度（２０２

０年度）からは、保健・介護一体的実施推進事業も受託しています。国保保健事業や地域支援

事業等と連動し、後期高齢者医療保険制度へ移行後も継続して保健事業に取り組み、生活習

慣病の重症化予防、介護予防に努めます。 
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■現状・目標 （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

対象数 ５９９人 ６０１人 ６１２人 ６２０人 ６３０人 ６４０人 

受診数 ８９人 １１５人 １３４人 １４０人 １４５人 １５０人 

受診率 １４．９％ １９．１％ ２１．９％ ２２．６％ ２３．０％ ２３．４％ 

 

③各種がん検診 

各種がん検診の受診率は、横ばいの状況で推移しています。がんによる死亡が多いことから、

検診により早期発見・早期治療へ結び付けることに重点を置き、働く世代へのがん予防にも力

を入れ、引き続き受診率の向上に努めます。 

■現状・目標  （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

胃がん検診 

対象数 ２，１００人 ２，０７２人 ２，０２７人 ２，０００人 １，９７０人 １，９４０人 

受診数 ２９０人 ２９５人 ２８１人 ３００人 ３９４人 ４８５人 

受診率 １３．８％ １４．２％ １３．９％ １５．０％ ２０．０％ ２５．０％ 

子宮がん検診 

対象数 １，１１３人 １，０９７人 １，０５３人 １，０４０人 １，０２５人 １，０１０人 

受診数 ２０５人 １８７人 １４２人 ２０８人 ２５６人 ３０３人 

受診率 １８．４％ １７．０％ １３．５％ ２０．０％ ２５．０％ ３０．０％ 

肺がん検診 

対象数 ２，１９１人 ２，０３３人 ２，１１７人 ２，０９０人 ２，０６０人 ２，０３０人 

受診数 ６１７人 ６３０人 ５９５人 ６２７人 ６５９人 ７１０人 

受診率 ２８．２％ ３１．０％ ２８．１％ ３０．０％ ３２．０％ ３５．０％ 

乳がん検診 

対象数 １，１１３人 １，０９７人 １，０５３人 １，０４０人 １，０２５人 １，０１０人 

受診数 ２２０人 ２１７人 １５４人 ２６０人 ３０７人 ３５３人 

受診率 １９．８％ １９．８％ １４．６％ ２５．０％ ３０．０％ ３５．０％ 

大腸がん検診 

対象数 ２，１００人 ２，０７２人 ２，０２７人 ２，０００人 １，９７０人 １，９４０人 

受診数 ３３５人 ３３８人 ３２６人 ４００人 ４３３人 ４８５人 

受診率 １６．０％ １６．３％ １６．１％ ２０．０％ ２２．０％ ２５．０％ 

前立腺がん検診 

対象数 ９２１人 ９２０人 ９１４人 ９１０人 ９０５人 ９００人 

受診数 １２１人 １２５人 １１６人 １２０人 １２０人 １２５人 

受診率 １３．１％ １３．６％ １２．７％ １３．２％ １３．３％ １３．９％ 
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④訪問指導 

健診後の要指導者に対し生活習慣病予防、重症化予防を中心に、家庭訪問を実施していま

す。 

今後も、生活環境を把握し健康の保持増進のために努めていきます。また、地域包括支援セ

ンター等の関係機関と連携し、より充実した支援ができるよう配慮していきます。 

■現状・目標 

＜保健師＞ （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

一般相談 １８人 ４２人 ３０人 ４０人 ４０人 ４０人 

健診関係 １５２人 １４７人 １４０人 １６０人 １６０人 １６０人 

介護関連 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

精神 ３１人 ３０人 ２５人 ３０人 ３０人 ３０人 

心身障がい（知的含む） ２１人 ９人 １０人 １０人 １０人 １０人 

感染症・特疾 ４人 ３人 ４人 ４人 ４人 ４人 

その他疾患 ０人 １人 １人 １人 １人 １人 

＜栄養士＞ （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

一般相談 ２９人 ５１人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 

健診関係 ２１７人 １８２人 ２００人 ２００人 ２００人 ２００人 

 

⑤感染症対策（予防接種） 

個人の発病防止及び重症化予防のため、インフルエンザ予防接種と高齢者肺炎球菌ワクチ

ン接種に関わる費用の助成を行います。 

また、日頃から、感染症予防に対する正しい知識を持って予防策を実践できるよう働きかけ

るとともに、感染症が発生した時には、関係機関との連携・協力のもと、高齢者等への感染症の

まん延予防に努めます。 

■現状・目標 （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

インフルエンザ予防接種

費用助成人数 
１，４９０人 １，５５８人 １，５００人 ６３０人 ６３０人 ６３０人 

肺炎球菌ワクチン接種費

用助成人数 
１０６人 ８５人 １００人 １００人 １００人 １００人 
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（３）要介護状態になることを予防します。 

①一般介護予防事業 

元気な高齢者と介護予防・生活支援サービス事業対象者や要介護認定者を分け隔てなく、

すべての住民の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、通いの場や参加者が継続

的に拡大していくような地域づくりを推進していきます。 
 

対象 全高齢者（６５歳以上）、高齢者の支援に関わる人 

（ア）基本チェックリストの活用、介護予防事業対象者の把握 

相談窓口に来た高齢者に、基本チェックリストを用いて、本人の状況やサービス利用の意向

を聞き取り、利用すべきサービスの区分や振り分けを行います。 

また、介護予防事業参加者・健診受診者に対し、基本チェックリストを配布するほか、保健師

等の訪問活動を通した実態把握や、主治医や民生委員等からの情報によって、閉じこもり等の

何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防事業等で重点的に対応していきます。  

■現状・見込み （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

事業対象者数 １７３人 １９６人 １５０人 １６０人 １６０人 １６０人 

基本チェックリスト実施者数 ２４１人 ２５０人 １９０人 ２３０人 ２２０人 ２２０人 

 

（イ）介護予防の普及啓発 

介護予防に関する知識と理解を深めるための講演会や、各団体、地区、グループ等の希望に

応じて介護予防に関する講話や教室を開催するほか、認知症・閉じこもり予防事業を実施し、

介護予防の普及・啓発に努めます。 

■現状・見込み （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

貯筋体操教室 
延参加者数 １１０人 ３１人 ６５人 １００人 １００人 １００人 

延回数 ２回 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

口腔機能向上 

事業 

実参加者数 ６４人 ５１人 ０人 ４５人 ４５人 ４５人 

延回数 １回 １回 ０回 １回 １回 １回 

栄養バランス 

教室 

実参加者数 ３０人 ０人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 

延回数 １回 ０回 １回 １回 １回 １回 

元気はつらつ 

講演会 

延参加者数 ７８人 １６５人 １３０人 １００人 １００人 １００人 

延回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

介護予防教室（地

区要請） 

延参加者数 ３３人 ２２人 ０人 ４０人 ４０人 ４０人 

延回数 ３回 ２回 ０回 ３回 ３回 ３回 
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  より一層推進 （ウ）地域リハビリテーション活動の支援 

無理なく、楽しく運動する習慣を身につけてもらえるよう、元気アップ教室、しゃきっと体操く

らぶ、元気はつらつくらぶ等を開催します。 

地域ケア会議にも、新たにリハビリテーション専門職等による支援を加えます。 

■現状・見込み （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

元気アップ教室 
実参加者数 １９人 １８人 １０人 ２０人 ２０人 ２０人 

延回数 ３２回 ３０回 １６回 ３２回 ３２回 ３２回 

しゃきっと体操く

らぶ 

実参加者数 ８６人 ６８人 ５５人 ６０人 ６５人 ７０人 

延回数 ４７回 ４２回 ３９回 ５０回 ５０回 ５０回 

元気はつらつくら

ぶ 

実参加者数 ４８人 ５７人 ５０人 ５０人 ５０人 ５０人 

延回数 ４７回 ４３回 ３９回 ５０回 ５０回 ５０回 

リハビリテーション

専門職個別訪問支

援事業 

延実施件数 － ２件 ６件 ５０件 ５０件 ５０件 

 

（エ）地域介護予防活動支援事業 

地区でのサロン開催のほか、ふまねっと運動など自主的な地域介護予防活動を展開する場

をつくり、地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を図ります。 

■現状・見込み （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

サロン事業 

延参加者数 １，１７５人 １，２８３人 ４２５人 ９５０人 １，０００人 １，０５０人 

地区数 ５地区 ６地区 ６地区 ６地区 ６地区 ６地区 

延回数 ４１回 ４６回 ３３回 ４５回 ４５回 ４５回 

ふまねっと 

くらぶ 

延参加者数 １２８人 １０１人 ４０人 １００人 １００人 １００人 

延回数 ４回 ４回 ２回 ４回 ４回 ４回 

 

②保険者機能の強化、高齢者の自立支援・重度化防止の推進 

保険者機能の強化、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けて、保険者機能強化推進交付

金等を活用し、在宅医療・介護連携や認知症総合支援、介護予防・日常生活支援、生活支援体

制の整備、介護給付適正化事業などを重点的に推進します。 

推進にあたっては、達成状況を評価できる指標を設定し、実施後は検証を行い、より効果的

に取り組んでいくという、ＰＤＣＡサイクルにより進めます。 
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２ 高齢者がいきがいを持って生活できる環境をつくります 

 

・閉じこもりがちな高齢者を対象に、昼食会やサロンを開催しています。サロンの実施地区が拡

大するなか、地域住民などサロンを支える人材の確保が必要です。 

・高齢者の活動組織として、老人クラブや高齢者事業団、高齢者学級「平波大学」などがありま

す。高齢でも仕事を続けている人も多く、各組織への加入者が少ない状況ですが、高齢にな

っても地域で活躍したり、仲間をつくる機会を持ち続けてもらうためにも、各組織の維持に努

めることが必要です。 

・高齢者の長寿を祝福し、長寿祝金を贈呈しています。高齢者に敬愛を伝えることで、長寿社会

を喜ぶ気持ちを町全体で共有できるよう努めていくことが必要です。 

 

（１）各種活動への参加を促進し、交流する機会が持てるようにします。 

①サロンの開催 

閉じこもりがちな高齢者を対象に、サロンを開催しています。令和２年（２０２０年）現在、６地

区まで拡大しましたが、農村地区では運営面などで核となる人材の確保ができず、拡大できて

いない状況にあります。 

老人クラブの休会などで高齢者が地域で集まる機会がない地区でのサロン開催のニーズを

確認し、介護予防体操等の支援、サポーターに対する相談支援、ふまねっとサポーター養成研

修等を通じて、人材の育成と発掘に努め、全町へ広がるよう普及や運営面での支援を行います。 

 

②ふれあい昼食会 

閉じこもりがちな独居等の在宅高齢者を対象に、ふれあい昼食会を開催しています。 

今後も実施主体である社会福祉協議会への助成を通して、高齢者の交流促進や居場所づく

りに努めます。 

 

③老人クラブ活動の支援 

老人クラブへの助成を実施し、活動を支援していますが、近年、加入者の減少や活動を休止

する老人クラブが見られます。 

今後も、連合会及び単位会の加入者の確保に努めながら、高齢者の交流、仲間づくりの場と

して活動を支援していきます。 
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④ふれあい広場、社会福祉合同運動会の開催 

障がいを持つ方と地域住民との交流の場として、社会福祉協議会を中心に「ふれあい広場」

を、また、高齢者や障がい者、福祉関係者が一堂に会するレクリエーション活動として「社会福

祉合同運動会」を開催します。 

令和２年度（２０２０年度）は新型コロナウイルスの感染拡大により開催が中止となりました。 

今後も、町内の障がい者支援施設の利用者の参加においては、感染症対策を強化すること

が必要です。 

 

 

（２）働く場や機会をつくり、高齢者が持つ知識や技術を社会に還元できる環境をつく

ります。 

①高齢者事業団の支援 

高齢者事業団への助成や、施設の管理委託を実施し、いきいきと働く高齢者の社会参加活

動を促進します。 

 

 

（３）高齢者への敬愛、長寿社会を喜ぶ気持ちを町全体で共有します。 

①長寿祝金の支給 

喜寿、米寿、白寿の節目に、祝い金をお渡しし、長寿をお祝いします。 

 

②敬老会への支援 

各自治会では、地域ぐるみで高齢者をねぎらうため、交流会の開催や記念品の配布などの

取り組みを実施しています。こうした事業に対し、社会福祉協議会が実施する小地域ネットワー

ク事業を通じて支援します。 
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３ 高齢者が住み慣れた家で生活できるよう支援します 

 

・施設利用者（入所者）が増え、町内事業所が実施する在宅サービスの利用者が減少していま

す。また、土日や夜間に提供できる在宅サービスが少ない状況です。 

・ひとり暮らしや高齢者世帯が増えるなか、高齢者の孤独死や高齢者のひきこもり、さらには、８

０５０問題※が社会問題になっています。本町においても、地域とのつながりが希薄な人ほど悩

みを抱えている場合が多く、ひきこもりを抱えていても相談に来ない傾向が見られます。自治

会や地域住民と協力し、そのような人たちを早期発見し、見守るとともに、適切な支援につな

げていくことが必要です。 

 

※８０５０問題：８０代の親が、ひきこもりが長期化した５０代の子どもの生活を支える状況が多く見られるとい

う社会問題です。 

 

（１）高齢者福祉に関して総合的に相談が受けられるようにします。 

①人材養成研修の推進、従事者の資質向上 

各種研修への参加、相談支援の実施などを通して、介護支援専門員の資質の向上に努める

とともに、居宅介護支援事業所における介護支援専門員の複数体制化の働きかけをしていきま

す。 

また、ケア会議やサービス調整会議を定期的に開催し、主任介護支援専門員が介護支援専

門員から相談を受け、支援します。 

 

②事業者情報の提供 

介護サービスの質の向上を図るとともに、利用者による事業者の選択を支援するため、事業

者に関する適切な情報提供に努めます。 

 

③総合的な相談支援 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、本人や家族などが、介護をはじめ、

医療や自立支援など高齢者福祉に関する相談、ひきこもりや８０５０問題に関する相談など、高

齢者を取り巻く様々な相談を受けられるようにします。また、相談を通して必要な支援を把握し、

適切なサービス・関係機関・制度につなげます。 

■現状・目標 （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

相談件数 ２，８１４件 ２，８０１件 ２，７００件 ２，７５０件 ２，８００件 ２，８００件 
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（２）高齢者の尊厳や権利を守ります。 

①虐待の防止、早期発見等の権利擁護の推進 

関係機関との連携を深めながら、虐待防止のマニュアルや初動体制のフロー図の点検、介護

者へのレスパイトケア※などを行います。 

また、１市３町による士別地域成年後見センターにより、認知症高齢者への成年後見制度※利

用のサポートを行い、高齢者が尊厳のある生活を維持できるよう支援します。 

 

※レスパイトケア：レスパイト（respite）とは、「息抜き」「小休止」などを意味し、介護にあたる家族が、一時的に

介護から解放され、休息をとれるようにする支援のことです。 

※認知症などで財産管理能力を喪失した方の財産を保護するための制度です。 

 

②成年後見制度の利用支援 

町が行う成年後見の申立て経費や、低所得の高齢者に係る成年後見人の報酬の助成を行

います。現在、利用実績はありませんが、今後、必要に応じて支援を行います。 

 

 

（３）高齢者の自立した生活を支援します。 

  より一層推進 ①生活支援サービス体制の整備 

令和元年度（２０１９年度）に生活支援コーディネーターが中心となり、生活ささえ愛事業「ささ

え手」を運用開始し、有償無償ボランティアの体制整備が進みました。その結果、町内・町外の

事業所によるサービス提供のほか、有償無償ボランティアの仕組みができたことにより、訪問介

護事業では対象とならない部分の支援が可能となりました。 

今後も、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）と協議体（地域の関係組織）で構

成される「生活ささえ愛けんぶち」により、地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを進め

ます。 

 

②ボランティア（サポーター）の育成と支援 

有償無償ボランティアを継続していくには、住民主体で行われる活動を支援していくことが必

要です。 

現在、社会福祉協議会にあるボランティアセンターでは、ボランティアに関する講座を開催し

ていますが、今後も、高齢者福祉に関する活動を支援するボランティアに対し、学ぶ場の提供や

ボランティア同士のネットワークづくりなどを支援します。また、利用者のニーズに合わせたコー

ディネートを行うことも検討します。 
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③介護予防・生活支援サービス事業 

 

対象 要支援認定者、基本チェックリストにより把握された閉じこもり・認知症、うつ

等のおそれのある方 

（ア）訪問型サービス（訪問介護相当事業） 

居宅で能力に応じ自立した日常生活が送れるよう、ホームヘルパーが自宅を訪問して入浴

や排せつ、食事等の介護や生活援助を行います。 

■現状・見込み （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

訪問型サービス 
実施回数 １５回 １６回 １４回 １６回 １６回 １６回 

延べ利用者数 ７３人 ８５人 ７９人 ８５人 ８５人 ８５人 

（イ）通所型サービス 

デイサービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活の世話や機能訓練を行

います。利用者の心身機能の維持とともに、社会的孤立の解消や家族の身体的・精神的負担の

軽減に努めます。 

●予防通所介護相当事業（デイサービス） 

町内事業所によるサービスの利用のほか、リハビリに特化したデイサービスなど町内にないサ

ービスについては、近隣市のサービスを利用できるよう支援します。 

■現状・見込み （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

通所型サービス 
実施回数 ２４回 ２４回 ２０回 ２３回 ２３回 ２３回 

延べ利用者数 １１２人 １０７人 ９８人 １０６人 １０６人 １０６人 

●通所型サービスＡ（緩和基準サービス） 

社会福祉協議会が町立診療所の入院病棟跡を利用して基準を緩和したサービスを行います。

緩和した基準の人員体制等で利用料の軽減に努めます。 

■現状・見込み （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

通所型サービスＡ 
実施回数 ３８回 ３４回 ３１回 ３２回 ３２回 ３２回 

延べ利用者数 １６６人 １５１人 １４２人 １４５人 １４５人 １４５人 
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（ウ）生活支援サービス（配食サービス） 

地域包括支援センターのケアマネジメントに基づき、週２回、昼食を配達します。栄養バラン

スのとれた食事を提供するとともに、対面で渡すことで、ひとり暮らし高齢者などの安否の確認

を行います。 

■現状・見込み （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

配食サービス延べ利用者数 １９８人 ２３４人 ２２１人 ２３０人 ２３０人 ２３０人 

 

（エ）介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント） 

総合事業対象者と要支援認定者にケアプランを作成し、自立した生活を送るためのマネジメ

ントを行います。 

現在、総合事業のみ利用する対象者については、地域包括支援センターにて簡略化したケア

マネジメントを実施し、介護予防給付利用者は、従来通りに委託を含めてケアマネジメントを実

施しています。 

総合事業のみの利用となった場合、計画費が給付されなくなるため、地域包括支援センター

にて対応することになりますが、委託にて現行のケアマネジャーを利用することも可能です。 

■現状・見込み （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

介護予防給付ケアプラン作成延べ

人数 
１７６人 ２２９人 ２１０人 ２１０人 ２１０人 ２１０人 

介護予防支援実人数 ２８人 ２７人 ２８人 ３０人 ３０人 ３０人 

総合事業給付ケアプラン作成延べ

人数 
６２６人 ５８３人 ４８０人 ５２０人 ５２０人 ５２０人 

総合事業支援実人数 ６３人 ７２人 ５５人 ６０人 ６０人 ６０人 

 

④低所得者対策 

低所得者の方が介護サービスを利用しやすいように、「社会福祉法人等による生活困難者等

に対する介護サービスに係る利用者負担軽減制度」を実施します。 
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（４）医療ニーズの高い高齢者に医療や介護サービスを切れ目なく提供します。 

①在宅医療・介護連携の推進 

●地域の医療・介護の資源の把握、情報提供 

医療・介護に関する社会資源マップを作成し、情報提供に努めるとともに、高齢者が参加する

講演会や教室の開催時、また、ホームページや町広報などで、在宅医療・介護に関する情報提供

に努めます。 

●在宅医療・介護連携に関する相談支援 

地域包括支援センターに相談窓口を設置し、相談支援を実施しています。 

●病院、関係市町村との連携 

士別市立病院と名寄市立病院と連携し、情報共有のルールを作成するとともに、入退院が円

滑にできるよう努めます。また、上川北部圏域の市町村での連携を図っていきます。 

また、令和２年（２０２０年）に社会医療法人元生会と締結した『地域医療・全世代型地域包括ケ

アに関する包括連携協定書』に基づき、地域医療体制の確立や地域の医療・保健・介護・福祉の

関係機関との連携・相互協力について協力して取り組みます。 

●医療・介護関係者の研修 

北海道主催の研修への参加や地域ケア会議での事例検討のほか、町内の医療・介護関係者に

向けて研修会を開催し、相互の知識の習得や連携の促進に努めます。 

●在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

地域ケア会議において、医療・介護関係者と実態の共有、課題の抽出を行い、対応策について

検討します。 

 

 

（５）ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦、在宅で介護している世帯などを見守ります。 

  より一層推進 ①配食サービス 

栄養バランスのとれた食事を提供し、安否の確認を行います。 

現在は週２回、配食を行っており、１回あたりの食数は委託業者の都合上２５食となっていま

すが、サービス利用希望者が増加傾向にあり、配食日や食数上限を増やす等の検討が必要で

す。 
 

対象 ６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯やそれに準ずる世帯に属する高齢者

の世帯で、身体虚弱、心身の障がい、疾病の理由により在宅での日常生活を営

むのに支障があると認められた方 
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②緊急通報サービス 

緊急通報装置（固定式又はモバイル式）を貸与し、災害、事故、急病などの緊急時に安全セン

ターにワンタッチで通報でき、救急車両や安否確認の手配ができるようにします。  

火災警報器も緊急通報装置に連動するように設置し（固定式のみ）、火災時にも迅速に救急

対応をとることができるようにします。 
 

対象 ６５歳以上のひとり暮らしの高齢者で身体虚弱のため緊急時に機敏に行動す

ることが困難な方、寝たきりの方、これに準ずると認められる方を抱える高齢

者のみの世帯又はひとり暮らしの重度心身障がい者で緊急時に機敏に行動す

ることが困難な方 

 

③寝たきり高齢者等介護手当 

慰労金を支給し、介護者の経済的負担の軽減に努めます。 
 

対象 ６５歳以上の在宅の寝たきり高齢者・認知症高齢者、６５歳未満の重度心身障

がい者、特定疾患者を介護する家族 

 

④寝たきり高齢者等介護用品支給 

介護に必要な介護用品を支給し、介護者の経済的負担の軽減に努めます。 
 

対象 在宅で寝たきり要介護高齢者等を介護する方 

 

  より一層推進 ⑤防災対策の推進 

高齢者の災害時の不安を解消するために、日頃から災害に備え、防災知識の普及や災害時

の適切な情報提供に努めます。 

支援が必要な方については、避難行動要支援者名簿の作成、個別支援計画の作成を進め、

災害時における避難誘導、安否確認などは、地域（自治会）の協力が不可欠なことから、地域の

協力を踏まえた支援体制の充実を図ります。 

 

⑥防犯対策の推進 

高齢者を犯罪から守るため、地域ぐるみで地域の安全・安心を確保する体制の整備と活動

展開を図ります。 
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（６）高齢者が生活しやすい住環境づくりを支援します。 

①除雪サービス 

冬期間（１１月から翌年３月）の生活環境を確保するため、居宅の敷地内における除雪、屋根

の雪下ろし及び軒下除雪に係る費用の一部を助成します。 
 

対象 町民税非課税世帯及び自力での除雪が困難な世帯で、７０歳以上で心身虚弱

であると認められる方、重度心身障害者、又は要介護認定者（要介護１～５）で

構成される世帯 

 

②外出支援サービス 

名寄市から旭川市の範囲の医療機関への通院でタクシー等を利用する場合、月間４回（片

道）、年間４８回（片道）を限度に、片道１回あたり５，０００円を上限として利用料金を助成し、通

院しやすい環境づくりに努めます。 
 

対象 ６５歳以上の心身の障がい及び疾病等の理由により一般公共交通機関を利用

することが困難な方で、医療機関に送迎することが可能な親族が町内にいな

い方 

 

③乗り合いタクシー「じんじん号」の利用推進 

自宅と主要な施設（連絡施設）の間を運行する乗合自動車「じんじん号」を運行し、移動を支

援します。 

今後も利用の促進を図るとともに、利用者の声を聞き、より使いやすいシステムとなるよう関

係課が連携して事業の運用を図ります。 
 

対象 介助なしで車の乗降ができる方 

 

 

（７）介護給付を必要とする被保険者を適切に認定します。 

①介護認定審査会の適正な運営 

要介護認定の２次判定については、１市３町で共同運営する『士別地域介護認定審査会』に

おいて、当該地域で活躍する保健、医療、福祉の学識経験者から選任された審査会委員による

判定により、適正かつ公正な要介護認定の実施に努めます。 
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（８）介護保険事業、後期高齢者医療事業の健全な運営・推進に努めます。 

①介護給付の適正化 

介護が必要となった高齢者が、適正に認定されて適切な介護サービスを受け、事業者が適

正にサービスを提供するよう、介護認定適正化研修会への参加、住宅改修に係る施工状況書

類等の点検、サービス調整会議でのケアプランの点検等を行っています。 

今後も、第５期北海道介護給付適正化計画に基づき、介護給付の適正化に取り組みます。  

●要介護認定の適正化 

審査判定の傾向・特徴を把握し、その要因について分析を行うとともに、調査員からの聞き取

りを強化し、調査項目の選択状況のばらつき等の改善を図り、適正な認定がなされるよう努めま

す。 

●ケアプランの点検 

サービス調整会議において、特別な事例のものを抽出し、ケアプラン点検を行い、適正化を図

ります。 

●住宅改修等の点検 

施工前の利用者の状態・環境からみた必要性を全件確認し、竣工後の写真等により、住宅改

修の施工状況等を点検します。 

●医療情報との突合・縦覧点検 

北海道国民健康保険団体連合会の「適正化システム」を活用し、事業者への問い合わせ等を

実施して不適切なサービス利用を減少させます。 

②介護給付費の推移把握と介護保険料の適正な賦課・徴収 

平均寿命が伸びるなかで、介護を必要とするケースも増えており、介護保険料の上昇が続い

ています。安定した事業運営のためにも介護給付費の抑制が必要であり、若い世代も含め介

護予防の推進が必要です。また、経済状況や介護サービスは必要ない・利用していないという

理由で介護保険料を滞納するケースが増えており、幅広い世代に対して、相互扶助に基づく社

会保障制度への理解を促進していくことが必要です。 
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４ 高齢者の居住ニーズに沿った、適切な施設利用につなげます 

 

・令和元年（２０１９年）に住宅型有料老人ホームが町内で運営を開始し、特別養護老人ホーム

等の待機者解消への一助となりましたが、町外利用者の受け入れもあるため、町内待機者の

抜本的解消には至らず、これまでと同様に認知症対応型グループホームで対応できないケー

スや医療ケアの必要なケースは、町外の有料老人ホームを利用している現状があります。  

・居住ニーズや施設利用に対する希望は多様化しており、それぞれの事情に応じた選択ができ

ることが大切です。 

・町が運営する高齢者等福祉寮「福寿寮」があります。近年、利用希望者は減少傾向ですが、利

用を希望される方に提供できるよう維持する必要があります。 

 

（１）低所得者への施設利用助成や入所待機者の解消に向けた支援とともに、介護サー

ビス事業所等の経営安定を図ります。 

①認知症対応型共同生活介護事業所の利用料等の助成 

認知症対応型共同生活介護事業所において、要介護１～５の認定を受けた者を受け入れ、

利用料等の費用負担が困難な低所得者に対し、利用者負担の軽減を行っている事業者を対象

として助成を行います。 

消費税の増税や介護報酬の改定等による利用料の上昇が懸念されており、利用者負担軽減

の趣旨から助成金額の改定（増額）の検討が必要です。 

 

 

（２）多様化する居住ニーズに対応できるよう情報提供や相談の充実に努め、適切な施

設利用につなげます。 

①高齢者等福祉寮（福寿寮）【介護保険給付対象外施設・居住系サービス】 

町が運営する高齢者等福祉寮「福寿寮」に入所することで、高齢者を見守り、快適に生活で

きるように努めます。 

施設管理を町内事業所に委託し、午前中に生活相談員を置くなど入居者の生活支援と施設

の環境整備の強化を図ってきましたが、状態悪化に伴う退居などの理由により入居者が減少傾

向ですが、利用を希望される方に提供できるよう維持する必要があります。 

また、施設の老朽化により、外壁や浴室等の改修を行いましたが、今後も改修や維持管理費

の増加など、今後の費用負担が課題です。 
 

対象 ６０歳以上の単身者等で生活環境または住宅事情等の理由で、現在住んでい

る自宅における日常生活が困難な方や扶養義務者がいない方、家庭の事情に

より家族と同居して生活することが困難な方 
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②養護老人ホームへの入所支援【介護保険給付対象外施設・居住系サービス】  

養護老人ホームへの入所手続や相談を行います。また、入所されている方と定期的に面談を

行い、状態を把握したうえで、介護サービスへの転換検討や生活相談などの支援を行います。  
 

対象 ６５歳以上の高齢者で、環境上に問題があり（虐待を受けている方含む）、かつ

経済的に困窮している方で、自宅で生活することが困難な高齢者 

 

③有料老人ホームの活用に向けた情報収集 

有料老人ホームは、高齢者の多様なニーズに応え、独自に創意工夫を凝らした様々な設備

やサービスを提供しています。施設入所の待機者解消の役割も担っており、利用者も増えてい

ます。 

町内には、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム（入居定員総数

２０名）があります。 

有料老人ホームへの入居希望が高まるなか、利用者の状況に関する情報を収集するととも

に、北海道と連携し、施設の設置状況について定期的に情報を収集し、町外施設も含めた情報

提供を行います。 
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５ 認知症になっても住み続けられるようにします 

 

・高齢化とともに増加が予測される認知症の方を地域で見守り支えるため、「認知症初期集中

支援チーム」や「認知症サポーター養成講座」などを実施しています。 

・認知症を予防することには年齢を問わず住民の関心が高く、認知症の予防について、分かり

やすく普及していくことが必要です。 

・認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「認知症バリアフリー」の推

進が求められているなか、町全体で認知症への理解を深め、見守る体制を整えていくことが

重要です。 

 

（１）認知症への理解を町全体で深め、見守ります。 

①認知症に関する情報提供、相談支援 

認知症に関する情報、認知症の医療・介護サービス等の情報などを、広報やホームページ、

パンフレット類等によって発信します。 

 

②認知症サポーターの養成 

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範

囲で手助けする認知症サポーターを養成します。令和２年（２０２０年）１１月末現在、３６０人が

登録しています。 

今後も認知症サポーター養成講座を開催し、地域における認知症への理解の推進も図って

いきます。 

■現状・目標 （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

認知症サポーター養成人数 ４６人 ０人 ４４人 ３０人 ３０人 ３０人 

 

③ＳＯＳネットワーク事業 

認知症高齢者等の徘徊による行方不明時などに、関係機関が協力して対応します。  

ＳＯＳネットワークの事前登録制・連絡体制について周知と検討が必要です。 
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④認知症カフェの設置の検討 

認知症の方やその家族を含め、誰でも気軽に参加でき、カフェのようにお茶を飲みながら語

り合う交流の場、また、認知症について介護の専門職に相談することができたり、同じ悩みや経

験を持つ人たちと情報交換をしたりすることができるつどいの場となる「認知症カフェ」の設置

を検討します。 

■現状・目標 （年度） 

区 分 
現状 見込み 目標 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

認知症カフェ ０回 ０回 ０回 １回 １回 １回 

 

 

（２）医療と介護の連携を強化し、認知症の予防に向けて取り組みます。 

①地域支援・ケア向上事業 

認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス事業所、圏域での支援機関との連

携や、認知症の人やその家族を支援するため、相談業務等を行う認知症地域支援推進員（以

下「推進員」という。）を配置するとともに、推進員を中心に、認知症の容態の変化に応じて、必

要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、効果

的な支援が行われる地域支援体制と認知症ケアの向上に努めます。 

 

 

（３）認知症に関する相談・支援体制を強化します。 

①認知症初期集中支援推進事業 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続

けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置

し、早期診断・早期対応に向けた支援に努めます。 
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６ 高齢者福祉を推進する体制、環境の充実に努めます 
 

・高齢者福祉を推進するにあたっては、限られた資源で、効率的かつ効果的に施策を推進する

ことが重要です。高齢者の心身の健康を支え、日常生活を支援する関係機関との連携をより

一層深めることが必要です。 

・高齢者福祉に関係する施設や設備、また、日常生活だけでなく緊急時における支援体制など

についても強化していくことが必要です。 
 

①福祉・介護人材の確保、育成・定着の支援 

福祉や介護サービスの需要が増大する一方で、介護分野における人材不足は深刻な状況が

続いており、介護人材の確保と介護業務の効率化を強化することが求められています。  

本町においても、住宅環境の向上、介護ロボットやＩＣＴ機器の活用なども含め、福祉・介護に

携わる方々の労働条件、働きやすい環境を向上させ、福祉・介護人材の確保に努めます。 
 

②社会福祉協議会に対する運営支援 

ここ数年、人件費高騰を主とした社会福祉協議会の経営悪化により、町の補助金額が上昇し

たことを受け、経営状況等を踏まえた支援の見直しを行い、経営改善の向上に努めています。  

町内福祉事業の推進を担う組織として適切な事業運営が行われるよう、今後も経営改善を

促進することとします。 
 

③小地域ネットワーク事業 

各自治会単位での高齢者の見守り、声かけなどを社会福祉協議会の事業として実施し、社

会福祉協議会に助成を行うことで地域福祉活動を支援します。 
 

④施設整備の検討と居宅サービスの確保・充実 

町内施設の老朽化が進み、改修への助成が求められています。国や道の補助金は、要件や

優先順位などで確実な採択が保証されず活用が難しい状況ですが、条件が合った際には補助

金を活用し改修の助成を行います。 

また、短期入所円滑化支援事業と短期入所生活介護事業所支援事業を行い、町内の特別養

護老人ホーム入所待機者の解消を図るとともに、安定した経営が続けられるよう支援します。 
 

⑤災害や感染症が発生した際の対応力の強化 

近年多発する災害や、世界規模で拡大流行する新型コロナウイルス感染症など、緊急事態

が発生した際に、高齢者の健康と安全を守るための備えの充実に努めます。 

現状では、防災物品や感染症対策物品の備蓄、施設関係者との情報交換、講演会など感染

症対策に関する意識啓発などを行っていますが、今後も関係機関や町内の連携を強化し、緊急

時に対応できる体制や備蓄等の充実に努めます。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 介護保険事業の推進 
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「介護保険法」及び「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な

指針」に基づき、介護給付費のサービス種類ごとの見込み量等を推計し、本計画期間における

介護保険料など介護保険の円滑な実施を図るために必要な事項を定めました。 
 

１ 介護保険サービスの利用状況と見込み 

 

（１）介護給付事業 

①居宅サービス 

居宅サービスについては、要介護者等が安心して在宅生活を維持できるよう、人材の確保、

サービスの質の向上に努めます。 

第８期計画期間（令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３年間）にお

ける利用回数や利用者数については、次のように見込みます。 

（年度） 

 実績 見込み 推計値 

居宅サービス 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

 

ア．訪問介護 
回数（回） １，４５５．２ １，２８５．３ １，４８０.7 1,406.0 1,406.0 1,406.0 

人数（人） ４０ ３４ 35 39 39 39 

イ．訪問入浴介護 
回数（回） １ ０ ０ ４．０ ４．０ ２．０ 

人数（人） ０ ０ ０ ２ ２ ２ 

ウ．訪問看護 
回数（回） １５．３ １９．９ 9.6 １３．５ １３．５ １３．５ 

人数（人） ３ ４ 3 ４ ４ ４ 

エ．訪問リハビリテーション 
回数（回） ２１．５ ３１．０ 18.9 ５２．０ ５２．０ ５２．０ 

人数（人） ２ ３ ２ ３ ３ ３ 

オ．居宅療養管理指導 人数（人） ９ ７ 9 ９ ９ ９ 

カ．通所介護 

（デイサービス） 

回数（回） ３２ ３２ 87 ４０．０ ４０．０ ４０．０ 

人数（人） ３ ２ 5 ４ ４ ４ 

キ．通所リハビリテーション 

（デイケア） 

回数（回） ４７．７ ４２．４ 23.4 ２８．３ ２８．３ ２８．３ 

人数（人） ６ ８ 4 ６ ６ ６ 

ク．短期入所生活介護 
日数（日） ７９．８ １０７．２ 123.2 ９２．０ ９２．０ ９２．０ 

人数（人） １１ １１ 12 １１ １１ １１ 

ケ．短期入所療養介護 

（老健） 

日数（日） ０．０ １．３ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ 

人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

ケ．短期入所療養介護 

（病院等） 

日数（日） ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ 

人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

ケ．短期入所療養介護 

（介護医療院） 

日数（日） ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ 

人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

コ．福祉用具貸与 人数（人） ４０ ３８ 37 ３５ ３６ ３７ 

サ．特定福祉用具販売 人数（人） １ １ 2 １ １ １ 

シ．住宅改修 人数（人） １ ０ ０ １ １ １ 

ス．特定施設入居者生活介護 人数（人） ３ ４ ３ ３ ３ ３ 

セ．居宅介護支援 人数（人） ７１ ６８ 68 ７１ ７２ ７２ 
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ア．訪問介護 

訪問介護員（ホームヘルパー）等が要介護者等の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介助

や、調理・洗濯・掃除等の家事など身のまわりの生活援助を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は減少傾向にありますが、介護サービス全体において訪問介護

は利用頻度が高く、要介護者が安心して在宅生活を維持し、家族の介護負担を軽減するため継

続した利用を見込みました。 

 

イ．訪問入浴介護 

要介護者等の居宅を訪問し、浴槽を積んだ入浴車等から家庭内に浴槽を持ち込んで、入浴の

介護を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は少ないですが、重度の要介護者が在宅生活を継続するため

に必要なサービスとして利用を見込みました。 

 

ウ．訪問看護 

主治医の指示に基づき、看護師等が要介護者等の居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助

を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでした。入院治療の終了後、引き続き在宅で医療的処

置を必要とする方が在宅生活を継続するために必要なサービスとして利用を見込みました。  

 

エ．訪問リハビリテーション 

主治医の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が要介護者等の居宅を訪問し、日常生活

の自立を助けるための機能訓練を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は少ないですが、心身機能の維持回復に必要なサービスとして

継続した利用を見込みました。 

 

オ．居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師等が要介護者等の居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでした。生活上の助言や服薬、栄養、口腔ケアなどの

指導により通院が困難な方への在宅支援として継続した利用を見込みました。 
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カ．通所介護（デイサービス） 

デイサービスセンター等で、入浴や食事の提供、その他の日常生活の世話や機能訓練を行いま

す。 

 

町内の通所介護事業所が、利用定員１８人以下のため地域密着型通所介護へ移行しており、

第７期計画期間中の利用実績はわずかでした。しかしながら、町外事業所の利用ニーズもあるこ

とから利用を見込みました。 

 

キ．通所リハビリテーション（デイケア） 

介護老人保健施設等で、心身の機能の維持回復や日常生活の自立を助けるための機能訓練を

行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでした。心身の機能の維持・改善を目的として引き続き

継続した利用を見込みました。 

 

ク．短期入所生活介護 

介護老人保健施設等に短期入所し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支

援、機能訓練を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでした。独居や高齢者世帯が増加しており、在宅生活

の継続と介護者の介護負担の軽減に必要なサービスとして引き続き継続した利用を見込みまし

た。 

 

ケ．短期入所療養介護（介護老人保健施設・病院等） 

介護老人保健施設や診療所や病院等に短期入所し、医師や看護職員、理学療法士等による医

療や機能訓練、日常生活上の支援等を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はわずかであったことから、第８期計画では利用を見込みませ

んでした。 
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コ．福祉用具貸与 

要介護者等が自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活の便宜を図るための用具

や、機能訓練のための用具、福祉機器を貸与します。 

 

【対象となる品目】厚生労働大臣が定めます。 

車いす（付属品含む）、特殊寝台（付属品含む）、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、

スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト（つり具の部

分を除く）、自動排泄処理装置 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいですが、介護サービス全体において福祉用具貸与は

利用頻度が高く、日常生活の自立や機能訓練に必要なサービスとして引き続き継続した利用を

見込みました。 

 

サ．特定福祉用具販売 

要介護者等が自立した日常生活を営むことができるよう、貸与になじまない腰かけ便座や入

浴補助用具等の福祉用具を購入した際に、年間１０万円の利用額を限度として、費用の９割か

ら７割を支給します。 

 

【対象となる品目】厚生労働大臣が定めます。 

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部、入浴補助用具（入浴用いす、浴槽用手す

り、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト）、簡易浴槽、

移動用リフトのつり具の部分 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでしたが、加齢等による身体機能の低下をサポートす

るため、シャワーベンチやポータブルトイレなどの購入が多いことから、引き続き継続した利用を

見込みました。 

 

シ．住宅改修費 

要介護者等が自立した日常生活を営むことができるよう、自宅において、手すりの取付や段差

の解消、洋式便器への取替等の小規模な住宅改修を行った際、２０万円を限度として、費用の

９割から７割を支給します。 

 

【改修対象】 

手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更、

引き戸等への扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え、その他付帯して必要な住

宅改修 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでしたが、加齢等による身体機能の低下をサポートす

るため、手すりの取り付けや段差解消を目的とした住宅改修が多いことから、引き続き継続した

利用を見込みました。 

 



66 

ス．特定施設入居者生活介護 

有料老人ホームや軽費老人ホーム等に入居している要介護者等に対して、特定施設サービス計

画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援、機能訓練、療養上の支

援を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでしたが、有料老人ホームは、施設入所希望者の一時

入所としてもニーズが高まっていることから引き続き継続した利用を見込みました。 

 

セ．居宅介護支援 

居宅の要介護者等が居宅サービス等を適切に利用できるよう、介護支援専門員が、心身の状

況、置かれている環境、本人や家族の希望等を受けて、利用する種類や内容を示す「居宅サー

ビス計画（ケアプラン）」を作成し、サービス事業者等との連絡調整を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでしたが、今後の要介護認定者数の推移は微増が見

込まれることから引き続き継続した利用を見込みました。 

 

②地域密着型サービス 

第８期計画期間（令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３年間）にお

ける地域密着型サービスの利用回数や利用者数については、次のように見込みます。 

（年度） 

 実績 見込み 推計値 

地域密着型サービス 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

 

ア．定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 
人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

イ．夜間対応型訪問介護 人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

ウ．地域密着型通所介護 
回数（回） ２８６．６ ２８１．０ 278.3 ２５８．７ ２５８．７ ２６５．３ 

人数（人） ３９ ３８ 37 ３８ ３８ ３９ 

エ．認知症対応型通所介護 
回数（回） ７４．８ ６３．１ 34.9 ４８．０ ４８．０ ４８．０ 

人数（人） ８ ７ 5 ８ ８ ８ 

オ．小規模多機能型居宅介護 人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

カ．認知症対応型共同生活介

護 
人数（人） １８ １９ 23 ２２ ２２ ２２ 

キ．地域密着型特定施設入居

者生活介護 
人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

ク．地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 
人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

ケ．看護小規模多機能型居宅

介護 
人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
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ア．定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、２４時間３６５日必要

な支援を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はありませんでした。町内及び近隣にサービス事業所がないた

め、利用を見込みませんでした。関係機関との連携によりサービス基盤の情報収集に努めます。  

 

イ．夜間対応型訪問介護 

夜間帯に訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の自宅を訪問します。 

 

第７期計画期間中の利用実績はありませんでした。町内及び近隣にサービス事業所がないた

め、利用を見込みませんでした。関係機関との連携によりサービス基盤の情報収集に努めます。  

 

ウ．地域密着型通所介護 

小規模のデイサービスセンター等で、入浴や食事の提供、その他の日常生活の世話や機能訓練

を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでしたが、町内の通所介護事業所は利用定員１８人以

下のため地域密着型通所介護へ移行したことから利用頻度が高く、引き続き継続した利用を見

込みました。 

 

エ．認知症対応型通所介護 

認知症を持つ高齢者を対象に、デイサービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介護や機能

訓練等を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はわずかに減少していますが、認知症の高齢者を抱える家族の

介護負担の軽減に必要なサービスとして引き続き継続した利用を見込みました。 

 

オ．小規模多機能型居宅介護 

要介護者等の心身の状況や置かれている環境に応じて、居宅に訪問し、または拠点に通って、

もしくは拠点に短期間宿泊し、入浴、排せつ、食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等や機

能訓練を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はありませんでした。町内及び近隣にサービス事業所がないた

め、利用を見込みませんでした。関係機関との連携によりサービス基盤の情報収集に努めます。  
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カ．認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症の高齢者に対して、共同生活住居（グループホーム）で、入浴、排せつ、食事等の日常生

活上の支援、機能訓練を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は増加傾向にあり、町内事業所のほか、近隣の事業所の利用が

今後も見込まれることから引き続き継続した利用を見込みました。 

 

キ．地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員２９人未満の有料老人ホームや軽費老人ホーム等で、入浴や食事等の日常生活上の支援

や、機能訓練等を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はありませんでした。町内及び近隣にサービス事業所がないた

め、利用を見込みませんでした。関係機関との連携によりサービス基盤の情報収集に努めます。  

 

ク．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員２９人以下の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）で、常に介護が必要な方の入所を

受け入れ、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援、機能訓練、療養上の支援

などを行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はありませんでした。町内及び近隣にサービス事業所がないた

め、利用を見込みませんでした。関係機関との連携によりサービス基盤の情報収集に努めます。  

 

ケ．看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問（介護）」に加え、看

護師などによる「訪問（看護）」も組み合わせ、介護と看護を一体的に行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はありませんでした。町内及び近隣にサービス事業所がないた

め、利用を見込みませんでした。関係機関との連携によりサービス基盤の情報収集に努めます。  
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③施設サービス 

第８期計画期間（令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３年間）にお

ける施設サービスの利用者数については、次のように見込みます。 

（年度） 

 実績 見込み 推計値 

施設サービス 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

 

ア．介護老人福祉施設 人数（人） ４９ ４９ ５０ ４８ ４９ ４９ 

イ．介護老人保健施設 人数（人） １２ １２ ８ ９ ９ ９ 

ウ．介護医療院 人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

エ．介護療養型医療施設 人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

ア．介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の

支援、機能訓練、療養上の支援などを行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでしたが、特別養護老人ホームへのニーズは高いこと

から、引き続き継続した利用を見込みました。 
 

イ．介護老人保健施設（老健） 

在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、リハビリテーションや必要な医療、日常生活上

の支援などを行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は、わずかに減少していますが、医学的管理下での介護や機能

訓練等へのニーズは高いことから引き続き継続した利用を見込みました。  
 

ウ．介護医療院 

長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、そ

の他必要な医療、日常生活の支援等を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はわずかであったことから、第８期計画では利用を見込みませ

んでした。関係機関との連携によりサービス基盤の情報収集に努めます。  
 

エ．介護療養型医療施設 

長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、機能訓練や必要な医療、日常生活の支援

等を行います。 

 

平成２９年（２０１７年）の法改正で、令和５年度（２０２３年度）末まで延長となりましたが、利用

者なしと見込みました。  
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（２）予防給付事業 

①介護予防サービス 

第８期計画期間（令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３年間）にお

ける予防給付サービスの利用回数や利用者数については、次のように見込みます。 

（年度） 

 実績 見込み 推計値 

介護予防サービス 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

 

ア．介護予防訪問入浴介護 
回数（回） ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ 

人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

イ．介護予防訪問看護 
回数（回） ２０．７ １８．３ 47.2 ３０．４ ２９．４ ２９．４ 

人数（人） ５ ５ １０ ７ ７ ７ 

ウ．介護予防訪問リハビリテー

ション 

回数（回） ８．２ ９．３ 8.7 ８．０ ８．０ ８．０ 

人数（人） １ １ １ １ １ １ 

エ．介護予防居宅療養管理指導 人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

オ．介護予防通所リハビリテー

ション 
人数（人） ０ ０ ０ １ １ １ 

カ．介護予防短期入所生活介

護 

日数（日） １０．８ ３．９ ０．０ ６．０ ６．０ ６．０ 

人数（人） ２ １ ０ １ １ １ 

キ．介護予防短期入所療養介

護（老健） 

日数（日） ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ 

人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

キ．介護予防短期入所療養介

護（病院等） 

日数（日） ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ 

人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

キ．介護予防短期入所療養介

護（介護医療院） 

日数（日） ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ 

人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

ク．介護予防福祉用具貸与 人数（人） １０ １６ 21 ２０ ２０ ２０ 

ケ．特定介護予防福祉用具購

入費 
人数（人） ０ １ １ １ １ １ 

コ．介護予防住宅改修 人数（人） １ ０ １ １ １ １ 

サ．介護予防特定施設入居者

生活介護 
人数（人） ２ ２ 4 ２ ２ ２ 

介護予防支援 人数（人） １５ １９ 26 ２４ ２４ ２４ 
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ア．介護予防訪問入浴介護 

自宅の浴槽での入浴が困難な方の居宅を訪問し、浴槽を積んだ入浴車等から家庭内に浴槽を

持ち込んで、入浴の介護を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はありませんでした。今後も要支援者におけるニーズが低いと

判断し利用を見込みませんでした。関係機関との連携によりサービス基盤の情報収集に努めま

す。 

 

イ．介護予防訪問看護 

主治医の指示に基づき、療養上の世話や診療の補助を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は増加傾向にあることから、引き続き継続した利用を見込みまし

た。 

 

ウ．介護予防訪問リハビリテーション 

主治医の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が訪問し、日常生活の自立を助けるため

の機能訓練を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は増加傾向にあることから、引き続き継続した利用を見込みまし

た。 

 

エ．介護予防居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し、療養上の管理や指導を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はわずかであり、今後も要支援者におけるニーズが低いと判断

し利用を見込みませんでした。関係機関との連携によりサービス基盤の情報収集に努めます。  

 

オ．介護予防通所リハビリテーション 

介護老人保健施設等で、心身の機能の維持回復や日常生活の自立を助けるための機能訓練を

行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はわずかでしたが、要支援者における心身の機能の維持・改善

へのニーズを踏まえ利用を見込みました。 
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カ．介護予防短期入所生活介護 

介護老人保健施設等に短期入所し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支

援、機能訓練を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績は減少していますが、独居や高齢者世帯の増加傾向を踏まえ引

き続き継続した利用を見込みました。 

 

キ．介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設・病院等） 

介護老人保健施設や診療所や病院等に短期入所し、医師や看護職員、理学療法士等による医

療や機能訓練、日常生活上の支援等を行います。 

 

第７期計画期間中の利用実績はありませんでした。今後も要支援者におけるニーズが低いと

判断し利用を見込みませんでした。 

 

ク．介護予防福祉用具貸与 

自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活の便宜を図るための用具や、機能訓

練のための用具、福祉機器を貸与します。 

 

第７期計画期間中の利用実績は増加傾向にあり、日常生活の自立や機能訓練に必要なサービ

スとして引き続き継続した利用を見込みました。 

 

ケ．特定介護予防福祉用具購入費 

自立した日常生活を営むことができるよう、貸与になじまない腰かけ便座や入浴補助用具等

の福祉用具を購入した際に、年間１０万円の利用額を限度として、費用の９割から７割を支給し

ます。 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでしたが、加齢等による身体機能の低下をサポートす

るため、シャワーベンチやポータブルトイレなどの購入が多いことから、引き続き継続した利用を

見込みました。 

 

コ．介護予防住宅改修 

自宅に手すりの取付や段差解消、洋式便器への取替等の小規模な住宅改修を行った際、２

０万円を限度として、費用の９割から７割を支給します。  

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでしたが、加齢等による身体機能の低下をサポートす

るため、手すりの取り付けや段差解消を目的とした住宅改修が多いことから、引き続き継続した

利用を見込みました。  
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サ．介護予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホームや軽費老人ホーム等に入居している方に対して、特定施設サービス計画に基づ

き、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援、機能訓練、療養上の支援を行い

ます。 

 

第７期計画期間中の利用実績は横ばいでしたが、有料老人ホームは、施設入所希望者の一時

入所としてもニーズが高まっていることから引き続き継続した利用を見込みました。 

 

②地域密着型介護予防サービス 

第８期計画期間（令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３年間）にお

ける地域密着型介護予防サービスの利用回数や利用者数については、次のように見込みます。 

（年度） 

 実績 見込み 推計値 

地域密着型介護予防サービス  平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

 

ア．介護予防認知症対応型通所

介護 

回数（回） ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ 

人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

イ．介護予防小規模多機能型居

宅介護 
人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

ウ．介護予防認知症対応型共

同生活介護 
人数（人） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

第７期計画期間中の利用実績はありませんでした。今後も要支援者におけるニーズが低いと

判断し利用を見込みませんでした。関係機関との連携によりサービス基盤の情報収集に努めま

す。 
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２ 介護保険料の給付状況と給付見込み 

 

（１）介護給付事業 

第８期計画期間における介護給付事業費の見込みは次のとおりです。 
 

（単位：年度、千円） 

 実績 見込み 推計値 

①居宅サービス 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

 訪問介護 ４２，６１９ ３８，０１８ ４５，１７３ ４７，６３５ ４７，６６１ ４７，６６１ 

 訪問入浴介護 １５３ ０ ０ ６４６ ６４６ ３２３ 

 訪問看護 ９９０ １，４４６ 653 ７９３ ７９４ ７９４ 

 訪問リハビリテーション ７３５ １，０３１ 713 １，７４６ １，７４７ １，７４７ 

 居宅療養管理指導 ９６６ １，０１３ 924 ９０４ ９０５ ９０５ 

 通所介護 ３，００５ ２，３９９ ５，６３７ ３，８３９ ３，８４１ ３，８４１ 

 通所リハビリテーション ５，１９５ ４，４２５ ２，５０８ ３，０３４ ３，０３５ ３，０３５ 

 短期入所生活介護 ６，７５７ ８，９４６ １０，６２１ ７，８６３ ７，８６７ ７，８６７ 

 短期入所療養介護（老健） ０ １８３ ０ ０ ０ ０ 

 短期入所療養介護（病院等） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 短期入所療養介護（介護医療院） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 福祉用具貸与 ４，８８３ ４，５９２ ４，８４５ ４，３８８ ４，６１４ ４，６７２ 

 特定福祉用具購入費 ２６５ ２９２ ３０３ １７３ １７３ １７３ 

 住宅改修費 ５２８ ０ ０ ２３５ ２３５ ２３５ 

 特定施設入居者生活介護 ６，９２１ ８，１６６ ８，０１７ ７，０４８ ７，０５２ ７，０５２ 

居宅介護支援 １０，１５８ ９，６５０ ９，８５１ １０，０７５ １０，２５７ １０，２５７ 

 

②地域密着型サービス 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 夜間対応型訪問介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 地域密着型通所介護 ２６，９２４ ２７，７６６ ２８，７５０ ２７，４０２ ２７，４１７ ２８，０８９ 

 認知症対応型通所介護 １０，６０９ ８，８６０ ５，０５９ ７，０１３ ７，０１７ ７，０１７ 

 小規模多機能型居宅介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 認知症対応型共同生活介護 ５４，２６０ ５７，０７４ ７２，３２８ ６６，３９２ ６６，４２９ ６６，４２９ 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 看護小規模多機能型居宅介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
 

③施設サービス 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

 介護老人福祉施設 １３７，９６５ １３９，４５９ １４４，０９９ １４０，１８２ １４２，６８５ １４２，６８５ 

 介護老人保健施設 ４０，０１３ ４０，０１１ ２９，８５３ ３３，９４５ ３３，９６３ ３３，９６３ 

 介護医療院 １，０５０ ９０３ ０ ０ ０ ０ 

 介護療養型医療施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

合計 ３５３，９９６ ３５４，２３３ ３６９，３３５ ３６３，３１３ ３６６，３３８ ３６６，７４５ 
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（２）予防給付事業 

第８期計画期間における予防給付事業費の見込みは次のとおりです。 

 

（単位：年度、千円） 

 実績 見込み 推計値 

介護予防サービス 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

 

介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

介護予防訪問看護 １，６２４ １，５２０ ３，９０８ ２，４５７ ２，３７９ ２，３７９ 

介護予防訪問リハビリテーション ３０９ ３４７ 322 ２９９ ２９９ ２９９ 

介護予防居宅療養管理指導 ０ ６８ ０ ０ ０ ０ 

介護予防通所リハビリテーション ０ ３３ ０ ４２８ ４２８ ４２８ 

介護予防短期入所生活介護 ６４３ ２６３ ０ ４６９ ４６９ ４６９ 

介護予防短期入所療養介護（老健） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

介護予防短期入所療養介護（病院等） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

介護予防短期入所療養介護（介護医療院） ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

介護予防福祉用具貸与 ５１０ １，０９１ 1,3６９ １，３２７ １，３２７ １，３２７ 

特定介護予防福祉用具購入費 １０１ ２１７ １９７ １８４ １８４ １８４ 

介護予防住宅改修 ６５８ ６３０ １，９８３ ７１７ ７１７ ７１７ 

介護予防特定施設入居者生活介護 １，０２０ １，２０１ ４，２１４ １，５９８ １，５９９ １，５９９ 

介護予防支援 ８２１ １，０６１ １，４０１ １，１８２ １，１８２ １，１８２ 

 

 実績 見込み 推計値 

地域密着型介護予防サービス 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

 介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

合    計 ５，６８６ ６，４３０ １３，３９５ ８，６６１ ８，５８４ ８，５８４ 
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（４）標準給付費の見込み 

第８期計画期間における標準給付費の見込みは次のとおりです。 

 

（単位：年度、円） 

 令和３ 令和４ 令和５ 合計 

総給付費 ３７１，９７４，０００ ３７４，９２２，０００ ３７５，３２９，０００ １，１２２，２２５，０００ 

特定入所者介護サービス費等 

給付額 
２１，３１３，６４２ １９，９８１，００７ ２０，２５５，８９８ ６１，５５０，５４７ 

高額介護サービス費等給付額 ９，３９１，５０９ ９，３７６，３４７ ９，５０４，７９０ ２８，２７２，６４６ 

高額医療合算介護サービス費 

等給付額 
１，５００，０００ １，５００，０００ １，５００，０００ ４，５００，０００ 

算定対象審査支払手数料 ２５１，２８１ ２５１，２８１ ２５４，７０３ ７５７，２６５ 

合    計 ４０４，４３０，４３２ ４０６，０３０，６３５ ４０６，８４４，３９１ １，２１７，３０５，４５８ 

 

 

（５）地域支援事業費の見込み 

第８期計画期間における地域支援事業費の見込みは次のとおりです。 

 

（単位：年度、円） 

 令和３ 令和４ 令和５ 合計 

介護予防・日常生活支援 

総合事業費 
１５，９３７，０００ １５，９３７，０００ １５，９３７，０００ ４７，８１１，０００ 

包括的支援事業（地域包括支

援センターの運営）及び 

任意事業費 

２７，４１５，０００ ２７，４１５，０００ ２７，４１５，０００ ８２，２４５，０００ 

包括的支援事業 

（社会保障充実分） 
１，９３２，０００ １，９３２，０００ １，９３２，０００ ５，７９６，０００ 

合    計 ４５，２８４，０００ ４５，２８４，０００ ４５，２８４，０００ １３５，８５２，０００ 
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見込額を推計します 

令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３年間の、「標準給

付費」と「地域支援事業費」の見込額を、費用別に推計します。 

第１号被保険者負担額を計算します 

令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの計算された介護

保険費用のうち、予定保険収納率などから、第１号被保険者の実質的な負担とな

る総額を計算します。 

保険料の基準月額を計算します 

所得段階別加入割合補正後の、第１号被保険者数で、第１号保険者の令和３年

度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの基準月額を計算します。 

３ 介護保険料の算定 

 

（１）介護保険料算定までの流れについて 

第１号被保険者の介護保険料を算出するまでの流れは、おおむね、次のようになります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

標準給付費 

居宅サービス給付費 

介護予防サービス給付費 

地域密着型サービス給付費 

地域密着型介護予防サービス給付費 

施設サービス給付費 

介護保険事業を運営するために 

必要となる費用 
 

〇特定入所者介護サービス費等 

〇高額介護サービス費等 

〇高額医療合算介護サービス費等 

〇審査支払手数料 

地域支援事業費 
 
介護予防・日常生活

支援総合事業費 

包括的支援事業 

及び任意事業費 

包括的支援事業 

（社会保障充実分） 
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（２）介護保険事業財源の負担割合 

介護保険と地域支援事業の財源は、第１号被保険者保険料及び第２号被保険者保険料、国・

道・町の負担金、国の調整交付金で賄われます。それぞれの負担の割合は、政府政令によって

３年に一度改定されます。 

第１号被保険者保険料の負担割合は、全国的な高齢化の進展と現役世代の負担軽減を反映

し徐々に上昇しており、第７期から２３％となり、第２号被保険者保険料の負担割合は２７％とな

っています。国の負担２５％のうち、５％は調整交付金となっており、後期高齢者（７５歳以上）の

占める割合が高く所得水準が低い市町村に対しては、調整交付金が５％に加算され、その分、

第１号被保険者の負担が減る仕組みとなっています。 

なお、介護保険の施設サービスをはじめとする特定サービスについては、保険料５０％（第１

号被保険者が２３％、第２号被保険者が２７％）と公費５０％（国２０％、北海道１７．５％、剣淵町

１２．５％）の負担となっています。 

 

介護保険の財源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域支援事業の財源 

 

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）            包括的支援事業・任意事業 

 

 

 

 

 

  

国庫負担金

20.0%

財政調整交付金

（国）

5.0%

北海道の負担金

12.5%

剣淵町の負担金

12.5%

第２号被保険者からの

介護保険料

27.0%

第１号被保険者からの

介護保険料

23.0%

国庫負担金

25.0%

北海道の負担金

12.5%

剣淵町の負担金

12.5%

第２号被保険者か

らの介護保険料

27.0%

第１号被保険者か

らの介護保険料

23.0%

国庫負担金

38.50%

北海道の負担金

19.25%

剣淵町の負担金

19.25%

第１号被保険者から

の介護保険料

23.00%
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（３）保険料の算定 

第１号被保険者の保険料基準額は、次のように見込んでいます。 

 

 令和３年度 

（２０２１年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

令和５年度 

（２０２３年度） 
合  計 

標準給付費見込額 ４０４，４３０，４３２円 ４０６，０３０，６３５円 ４０６，８４４，３９１円 １，２１７，３０５，４５８円 

地域支援事業費 ４５，２８４，０００円 ４５，２８４，０００円 ４５，２８４，０００円 １３５，８５２，０００円 

第１号被保険者負担割合 ２３．０％ ２３．０％ ２３．０％  

第１号被保険者負担分 

相当額 
１０３，４３４，３１９円 １０３，８０２，３６６円 １０３，９８９，５３０円 ３１１，２２６，２１５円 

調整交付金相当額 ２１，０１８，３７２円 ２１，０９８，３８２円 ２１，１３９，０７０円 63,255,824円 

調整交付金見込額 ３８，４２２，０００円 ３６，９２２，０００円 ３５，５１４，０００円  １１０，８５８，０００円 

調整交付金見込交付割合 ９．１４％ ８．７５％ ８．４０％  

介護給付費準備基金 

取崩額 
   ２３，２５０，０００円 

財政安定化基金取崩 

による交付金 
   ０円 

保険料収納必要額    ２４０，３７４，０３８円 

予定保険料収納率 ９９．９０％ ９９．９０％ ９９．９０％  

所得段階別加入割合 

補正後被保険者数 
１，１４２人 １，１３３人 １，１２４人 ３，３９９人 

保険料の基準額【年額】 ７０，８００円  

保険料の基準額【月額】 ５，９００円  

 

 

 

介護給付準備基金の取崩し前の保険料基準月額 ６，４７０円 

↓ 

介護給付準備基金の取崩し後の保険料基準月額 ５，９００円 
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（４）第１号被保険者保険料の考え方 

第８期の介護保険料は、低所得者の保険料軽減を拡充するため、保険料段階や乗率の見直

しが実施されています。そのため、第８期においては、国の動向を踏まえた見直しを行います。 

 

①保険料所得段階別保険料について 

第１号被保険者の保険料所得段階は、第７期と同じ第９段階としています。 

 

②介護給付費準備基金の活用 

第８期までに発生している保険料の余剰金については、国の方針として、各保険者において、

最低限必要を認める額を除いて、第８期の保険料上昇抑制のために活用することとされており、

剣淵町に設置している介護給付費準備基金を取崩し、保険料上昇抑制のために充当します。  

 

③公費投入による乗率の見直し 

所得段階別保険料第１段階にあたる低所得者（町民税非課税世帯）の保険料負担を軽減す

るため、公費（国・北海道・町）を投入し、乗率の減額を継続します。 
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（５）第１号被保険者の保険料基準額 

第８期における第１号被保険者の介護保険料の基準額を算出すると、月額５，９００円になり、

第７期介護保険基準月額５，６００円から３００円の上昇となります。 

 

第１号被保険者の保険料基準額 

 

保険料基準額（月額） ５，９００円 

保険料基準額（年額） ７０，８００円 

 

 

北海道、全国との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3,300 

4,015 

4,220 

3,840 

5,000 

5,100 

5,600 

3,111 

3,514 

3,910 

3,984 

4,631 

5,134 

5,617 

2,911 

3,293 

4,090 

4,160 

4,972 

5,514 

5,869 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

第１期（平成１２～１４年度）

第２期（平成１５～１７年度）

第３期（平成１８～２０年度）

第４期（平成２１～２３年度）

第５期（平成２４～２６年度）

第６期（平成２４～２６年度）

第７期（平成３０～令和２年度）

（円）

剣淵町

北海道

全国
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（６）所得段階別保険料 

第８期計画期間の所得段階別介護保険料を以下のとおり設定します。 

 

段階 対 象 者 

基準額に 
対する 
割合 

（軽減後） 

保 険 料 

第 ７ 期 第 ８ 期 

令和元～２年度 令和３～5年度 

月額 

［年額］ 

（軽減後月額） 

〈軽減後年額〉 

月額 
［年額］ 

（軽減後月額） 
〈軽減後年額〉 

第１ 

生活保護受給者又は世帯全員が町
民税非課税で老齢福祉年金受給
者、又は世帯全員が町民税非課税
で、前年合計所得金額＋課税年金
収入額が８０万円以下 

０．５０ 

（０．３） 

２，８００円 

［３３，６００円］ 

（１，６８０円） 

＜２０，１６０円＞ 

2,950円 

［35,400円］ 

（1,770円） 

＜21,240円＞ 

第２ 
世帯全員が町民税非課税で、前年

合計所得金額＋課税年金収入額が

８０万円を超え１２０万円以下 

０．７５ 

（０．５） 

４，２００円 

［５０，４００円］ 

（２，８００円） 

＜３３，６００円＞ 

4,425円 

［53,100円］ 

（2,950円） 

＜35,400円＞ 

第３ 
世帯全員が町民税非課税で、前年

合計所得金額＋課税年金収入額が

１２０万円を超える 

０．７５ 

（０．７） 

４，２００円 

［５０，４００円］ 

（３，９２０円） 

＜４７，０４０円＞ 

4,425円 

［53,100円］ 

（4,130円） 

＜49,560円＞ 

第４ 
本人が町民税非課税（世帯に課税

者がいる）で、前年合計所得金額＋

課税年金収入額８０万円以下 

０．９０ 
５，０４０円 

［６０，４８０円］ 

5,310円 
［63,720円］ 

第５ 

（基準） 

本人が町民税非課税（世帯に課税

者がいる）で、前年合計所得金額＋

課税年金収入額８０万円を超える 

１．００ 
５，６００円 

［６７，２００円］ 

5,900円 
［70,800円］ 

第６ 
本人が町民税課税で、前年合計所

得金額が１２０万円未満 
１．２０ 

６，７２０円 

［８０，６４０円］ 

7,080円 
［84,960円］ 

第７ 
本人が町民税課税で、前年合計所

得金額が１２０万円以上２1０万円未

満 

１．３０ 
７，２８０円 

［８７，３６０円］ 

7,670円 
［92,040円］ 

第８ 
本人が町民税課税で、前年合計所

得金額が２1０万円以上３2０万円未

満 

１．５０ 
８，４００円 

［１００，８００円］ 

8,850円 
［106,200円］ 

第９ 
本人が町民税課税で、前年合計所

得金額が３2０万円以上 
1.７0 

９，５２０円 

［１１４，２４０円］ 

10,030円 
［120,360円］ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計画の推進、管理 
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本計画を推進するにあたっては、庁内をはじめ、住民のみなさん、多様な分野や関係機関と

連携し、進めていくこととします。 

また、本計画を着実に実施し、目標を達成していくために、毎年、進捗状況を点検し、評価を

行います。 

 

１ 推進体制の充実 

 

（１）庁内の連携 

住民の約４割が６５歳以上を占めるなか、庁内各課は、高齢者にとっても住み良いまちづくり

を心掛け、それぞれが担う業務を進めています。 

本計画を推進するのは健康福祉課が中心となりますが、庁内各課とも連携しながら、より円

滑に施策を進めていくことができるようにします。 

 

（２）保健・医療・福祉の連携 

本計画の施策を推進するには、介護に関するサービス事業所、福祉施設、医療機関など、民

間の事業所や関係機関等との連携が不可欠です。 

高齢者を取り巻く保健・医療・福祉に関わる事業所、関係機関等との連携を深め、サービス

の適切な提供に努めます。 

また、国が示す介護・高齢福祉に関する政策を踏まえ、施策の推進に努めるほか、北海道や

近隣自治体との連携、情報の共有に努めます。 

 

（３）地域関係機関等との連携 

町内には、地域福祉の推進役である社会福祉協議会をはじめ、民生委員、老人クラブ、ボラ

ンティア団体、ＮＰＯなど、高齢者の日々の生活や活動との関りが深い組織、団体があります。

これらの組織、団体との連携もより一層深め、高齢者のニーズや生活実態に沿った施策の推進

に努めます。 

また、「地域共生社会※」を大きな目標としてめざしているなか、住民との連携も不可欠です。

高齢者福祉への理解がより深まるよう努め、参加を促進していくことが必要です。 

 

※地域共生社会：制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様

な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きが

い、地域をともに創っていく社会です。 
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２ 計画の進行管理 

 

（１）高齢者保健福祉計画の進行管理 

高齢者保健福祉計画の進行管理に関しては、実施状況の把握や評価点検等を行い、「剣淵

町保健医療福祉等協議会」に定期的に報告し、そこでの意見を踏まえて、施策を推進していく

こととします。 

 

（２）介護保険事業計画の進行管理 

介護保険事業計画の進行管理に関しては、実施状況を取りまとめ、「剣淵町保健医療福祉等

協議会」に定期的に報告します。協議会では、評価や意見の収集を行い、その内容を踏まえて、

施策を推進していくこととします。 

また、地域包括支援センターの運営を中心的に協議する「地域包括支援センター運営協議会」

との連携を図りながら、介護保険事業の適正な運営に努めます。 

なお、進捗状況を確認しながら地域課題の改善程度や新たな課題を把握し、必要に応じて取

り組みや目標の修正を検討することとします。 

 

（３）計画の実施状況の公表 

施策や事業の実施状況、介護保険事業の運営状況などについては、毎年、町ホームページ

等を通じて公表し、本計画に対する住民の理解が深まるように努めます。 
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各地区で実施される「サロン活動」 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属資料 
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１ 剣淵町保健医療福祉等協議会設置要綱 

 

昭和５９年６月２６日告示第３１号 

改正 

平成１０年３月１７日告示第２５号 

平成１３年１２月１０日告示第７９号 

平成２４年６月７日告示第３３号 

平成２９年１０月１日告示第５０号 

（目的） 

第１条 剣淵町における保健、医療、福祉及び介護保険に関する諸問題、事業等について協

議し、もって総合的な保健医療対策と介護福祉の充実を推進するため、この協議会を設置

する。 

（名称） 

第２条 この協議会は、剣淵町保健医療福祉等協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（組織） 

第３条 この協議会は、次の１５人以内で組織する。 

（１） 関係団体、その他住民の代表者 

（２） 医療関係者 

（３） 福祉関係者 

２ 委員は、町長が委嘱し、又は任命する。 

３ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨

げない。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

（協議事項） 

第５条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１） 高齢者保健、高齢者福祉及び介護保険事業計画に関すること。 

（２） 各種保健事業及び福祉事業の推進に関すること。 

（３） 介護保険事業に関すること。 

（４） 地域医療に関すること。 

（５） 健康福祉総合センターの運営に関すること。 

（６） 認知症初期集中支援チームの活動の推進に関すること。 

（７） その他必要な事項に関すること。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会の会議は、会長が主宰する。 

３ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 

（専門委員会） 

第７条 協議会には、協議会の決定により特定の事項を専門的に協議するため専門委員会
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を置くことができる。 

２ 専門委員会の運営は、専門委員会を構成する委員が協議して定める。 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局は、町長の定める課に置く。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会が町長と協議

して定めるものとする。 

附 則 

この要綱は、昭和５９年６月２６日から施行する。 

附 則（平成１０年３月１７日告示第２５号） 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年１２月１０日告示第７９号） 

この要綱は、平成１４年１月１日から施行する。 

附 則（平成２４年６月７日告示第３３号） 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１０月１日告示第５０号） 

この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 
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２ 剣淵町保健医療福祉等協議会委員名簿 

 

（任期 令和 2 年 7 月 1 日～令和 4 年 6月 30 日） 

区   分 氏  名 依  頼  先 

１号委員 柴 田 宣 雄 剣淵町老人クラブ連合会 

（関係団体・住民代表） 酒 井   修 剣淵町身体障がい者福祉協会 

 岡 田 浩 幸 ＪＡ北ひびき剣淵基幹支所 

 ◎ 藤 原 光 男 剣渕商工会 

２号委員 稲 田   浩 医師 

（医療関係者） 上ヶ島 惠美子 看護師 

３号委員 森 武   守 剣淵町民生委員児童委員協議会 

（福祉関係者） 柴 田 泰 成 剣淵町社会福祉協議会 

 〇 渡 辺 祐 一 社会福祉法人剣渕北斗会 

（◎：会長  〇：副会長） 

 

 

 



 

 

 

※裏白 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８期剣淵町高齢者保健福祉計画・剣淵町介護保険事業計画 
 

令和３年度（２０２１年度）～令和５年度（２０２３年度）  

 

剣淵町健康福祉課 

〒０９８－０３３８ 北海道上川郡剣淵町仲町２８番１号 

ＴＥＬ ０１６５－３４－３９５５ ／ ＦＡＸ ０１６５－３４－３９８５ 

 

 


